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編 　 修 　 趣 　 意 　 書
（教育基本法との対照表）

※ 受 理 番 号 学 　 校 教 　 科 種 　 目 学 　 年

28-17 高等学校 地理歴史科 日本史Ｂ

※ 発 行 者 の
番 号 ・ 略 号

※ 教 科 書 の
記 号 ・ 番 号  ※教　科　書　名

35
清水

日 Ｂ 
313 高等学校　日本史Ｂ　新訂版

 編修の基本方針１
本書は，教育基本法第２条に示された教育の目標を達成するため，以下の基本方針に基づき編修
されました。

　 多角的な視点を育み，思索を深める日本史   ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●

▶日本史に関する知識を身に付け，それを生かして現代の様々な事象と課題の真理を追究し，よりよい
未来を築くことができるよう，丁寧かつ具体的に記述しました。（教育基本法第１号に対応）

▶日本史を謙虚に学び主体的に考察する姿勢を重視し，公正な態度や道徳心を養うことができるよう配
慮しました。テーマタイトルを疑問形として考察を促す工夫をしたほか，図版やコラムを豊富に用意
し，多面的・立体的な歴史像の構築に役立つものとしました。（同第１号に対応）
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村江の戦い）。敗北をきっかけに中央集権的な国家の機構と
軍制をつくることがめざされ，また唐・新羅の侵

しん
攻
こう
に備えて，

大
だ
宰
ざい
府
ふ
の西方に水

みず
城
き
を，西日本各地に朝鮮式山

やま
城
じろ
をつくり，

667 年，近
おうみ
江の大

おお
津
つの

宮
みや
に遷

せん
都
と
した。翌年，中大兄皇子は大津

宮で即位して（天
てん

智
じ

天皇），内政の改革をさらに進め，670
年には最初の戸

こ
籍
せき
（庚
こう

午
ご

年
ねん

籍
じゃく
）をつくり，律

りつ
令
りょう
の制定をめざした。

　　　　　　　　　　天智は子の大
おお

友
ともの

皇
おう

子
じ
を中心に旧来の有力中央氏族

の登用によって強力な政治体制をつくろうとした

が，天智が亡くなると，672 年，天智の弟大
おお

海
あ

人
まの

皇
おう

子
じ
と大友皇子の間

で古代史上最大の内乱，壬
じん

申
しん

の乱がおこった。1か月余の戦乱に勝利を
おさめた大海人皇子は，飛

あすか
鳥浄

きよ
御
み

原
はらの

宮
みや
で即位した（天

てん
武
む

天皇）。天武は，
隋唐帝国をモデルに，天皇を中心とした中央集権的な律令国家の建設を

めざした。中央官制を整備し，律令・歴史書の編
へん
纂
さん
に着手し

▶2
，684 年

には八
や

色
くさ

の姓
かばね
を
▶3
制定して豪族の身分の序列を再編した。本格的な都城の

建設も計画し，682 年，「新城」への行
ぎょう
幸
こう
を経て新都藤

ふじ
原
わら

京
きょう
の造営が開

始され，683 年には銅銭（富
ふ
本
ほん
銭
せん
）の使用がはじまった。

　天武の死後，皇
こう
后
ごう
が即位して持

じ
統
とう

天皇となり，689 年，飛鳥浄御原
令
りょう
を施

し
行
こう
した。翌年にはそれにもとづいて，庚

こう
寅
いん

年籍が作成され，戸籍
制度が完成した。地方行政制度も，国－評

ひょう
－里

り
制として整備が進み，

694 年には街路で碁
ご
盤
ばん
目
め
状に区画した条

じょう
坊
ぼう

制を備えた本格的な都城藤
原京への遷都が実現した。律令にもとづく新しい国家の体制が確立する

なかで，「天皇」号や「日本」の国号
▶4
も使われるようになった。

　　　　　　　　　　7世紀後半には，大
たい
夫
ふ
とよばれる貴族や新官人層

によって，仏教に加えて，新しい国家建設の意欲

を反映した力強く清
せい
新
しん
な文化が形成された。この時期の文化は白

はく
鳳
ほう

文化
とよばれる。大

だい
官
かん

大
だい

寺
じ
・薬

やく
師
し

寺
じ
（本

もと
薬師寺）などの大規模な官

かん
寺
じ
が政府

の保護を得て建設され，中央・地方の豪族たちの氏
うじ
寺
でら
も多数造営された。

和歌や漢詩も盛んにつくられた。彫
ちょう
刻
こく
では興

こう
福
ふく

寺
じ

の仏
ぶっ

頭
とう
，絵画では法

ほう
隆
りゅう

寺
じ

金
こん

堂
どう

壁画（1949 年焼失），高
たか

松
まつ

塚
づか

古
こ

墳
ふん

壁画がその代表である。

（滋賀県）

称制661～668，在668～671

壬申の乱と
天武朝の成立

648～672

？～686

在673～686

（→ p.34）

称制686～689，在690～697

こおり さと

白鳳文化の形成

▲

2 　『古
こ
事
じ
記
き
』序文には，

天武天皇自らが，朝廷に伝
わっていた「帝

てい
紀
き
」，「旧

きゅう

辞
じ
」の訂正を進めたとあり，

『日本書紀』にも681年，
編纂事業を開始したことが
みえる。▲

3 　 真
ま
人
ひと
・ 朝

あ
臣
そん
・ 宿

すく

禰
ね
・ 忌

いみ
寸
き
・ 道

みちの
師
し
・ 臣

おみ
・

連
むらじ
・稲
いな
置
ぎ
の8姓。▲

4 　「日本」の国号は大
たい

宝
ほう
令
りょう
（→p.30）で法的に

定められた。701年に任命
され，翌年出発した遣

けん
唐
とう
使
し

は，この「日本」の国号を
唐の皇帝に告知する役目も
もっていた。

29第 3章　律令国家の成立と都城

２ 水城と大
おお

野
の

城
じょう

　大宰
府防衛のために築かれた。
水城は平地のせまいとこ
ろをふさぎ，前面の博多
湾側には溝があり，全長
1km以上におよぶ。664
年築。大野城は朝鮮式山
城で，665年築。

大野城

大宰府政庁跡

水城

博多湾

３ 古代の都とその周辺

大津宮
たん ば

丹 波

か
わ

ち

河
内

主要交通路

宮　　都

海岸線は当時
の推定海岸線

平安京

藤原京

難波宮

飛鳥浄御原宮

く　に
恭仁京

平城京

し　が らき
紫香楽宮

せっ つ

摂 津

や ま と

大 和

い

ず

み

和
泉

し
ろ背

やま

山
近 江

お　ぐら
巨椋池

琵
琶
湖

長岡京

0 15km

（
城
）

794～
 1868

667～
    672

784～794

740～744

710～784
645～8C

694～710

672～694

745

４ 興福寺の仏頭　蘇我倉山
田石川麻呂によって飛鳥地方
に造営された山

やま

田
だ

寺
てら

の本
ほん

尊
ぞん

だった仏像。685年に開
かい

眼
げん

供
く

養
よう

がおこなわれた。（奈良県，
興福寺蔵）
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　　　　　　　　　　中国では，618 年に隋
ずい
が滅亡し，唐

とう
にかわったが，

強大な唐帝国の成立は東アジア世界に衝撃をあた

えた。この情勢に対処するため，高
こう
句
く
麗
り
・百

くだら
済・新

しらぎ
羅では，政治権力の

強化をめざして政変がおこった。倭
わ
国
こく
でも，緊

きん
迫
ぱく
する国際情勢に対応し

て，内政・外交政策をめぐる政権内の対立がはげしくなった。

　645 年，中央集権的な新しい国家体制をめざす中
なかの

大
おお

兄
えの

皇
おう

子
じ
・中
なか

臣
とみの
（の

ち藤
ふじ
原
わら
）鎌

かま
足
たり
らは，蘇

そ
我
が
本
ほん
宗
そう
家
け
に権力を集中して王権を支える方式をと

ろうとした蘇我蝦
えみし

夷・入
いる

鹿
か
父子をクーデタで倒した（乙

いっ
巳
し

の変）。同年，
皇
こう
極
ぎょく
天皇が譲

じょう
位
い
し，孝

こう
徳
とく

天皇が即位，左大臣に阿
あ
倍
べの
内
うちの
麻
ま
呂
ろ
，右大臣に

蘇我倉
くら
山
やま
田
だの
石
いし
川
かわ
麻
ま
呂
ろ
，内

うちつ
臣
おみ
に中臣鎌足，隋に留学したことがある僧旻

みん
と

高
たか
向
むこの
玄
くろ
理
まろ
が国

くに
博
はかせ
士に登用された。そして都を難

なにわ
波に移して（難波長

ながら
柄豊

とよ

碕
さきの

宮
みや
），新政権が発

ほっ
足
そく
した。新政権は，翌年 1月に政治改革の方針を示

し（改
かい

新
しん

の 詔
みことのり
）
▶1
，税制や軍制などの一部を実施に移した。乙巳の変以

後の一連の政治改革を大
たい

化
かの

改
かい

新
しん
という。

　　　　　　　　　　孝徳の死後，655 年，皇極天

皇が斉
さい
明
めい
天皇としてふたたび即

位（重
ちょう
祚
そ
）した。このころ唐は，敵対する高句麗の制

圧をめざして出兵を再開した。これに乗じて百済は新

羅を攻撃したが，新羅と結んだ唐は 660 年に高句麗

と友好関係にある百済を攻め滅ぼした。百済の復
ふっ
興
こう
を

めざす鬼
き
室
しつ
福
ふく
信
しん
などの要

よう
請
せい
をうけた倭国は，救援の兵

を朝鮮に送ったが，663 年，倭・百済連合軍は唐・

新羅連合軍と白
はく
村
すきの
江
え
で戦闘をおこない，大敗した（白

大化改新

626～671 614～669

？～645 ？～645

在642～645 在645～654 ？～649

？～649

百済救援戦争
在655～661

？～663

はくそんこう

▲

1 　『日本書
しょ
紀
き
』にある

改新の詔は，出された当時
のままではなく，のちの律
令の記載により，多くの修
飾が加えられていること
が，文献や木

もっ
簡
かん
などから明

らかにされている。

律令体制はどのようにして成立したのか8

第3章

律
令
国
家
の

成
立
と
都
城

第 1編　原始・古代28

其
の
一
に
曰い
わ

く
、
昔む
か
し在
の
天
皇
等
立
つ
る
所
の
子こ

代し
ろ

の

民
、
処
々
の
屯み
や
け倉

、
及
び
別こ
と

に
臣お
み

・
連む
ら
じ

・
伴と
も
の

造み
や
つ
こ

・
国く
に
の

造み
や
つ
こ

・
村む
ら
の

首お
び
と

の
有た
も

て
る
所
の
部か
き
べ曲

の
民
、
処
々
の
田た

荘ど
こ
ろ

を
罷や

め
よ
。
︙

其
の
二
に
曰
く
、
初
め
て
京け
い

師し

を
修
め
、
畿
内
国
司
・

郡
司
・
関せ
き

塞そ
こ

・
斥う
か
み候

・
防さ
き

人も
り

・
駅は
ゆ

馬ま

・
伝つ
た
わ
り

馬う
ま

を
置
き
、

及
び
鈴す
ず
契し
る
し

を
造
り
、
山
河
を
定
め
よ
。
︙

其
の
三
に
曰
く
、
初
め
て
戸こ

籍せ
き
・
計け
い

帳ち
ょ
う

・
班は
ん

田で
ん

収し
ゅ
う

授じ
ゅ

の

法
を
造
れ
。
︙

其
の
四
に
曰
く
、
旧も
と

の
賦ふ

役え
き

を
罷
め
て
、
田
の
調み
つ
き

を
行

へ
。
︙�

（
原
漢
文
）

口
語
訳

一
、
昔
か
ら
天
皇
が
設
置
さ
れ
た
子
代
の
民
や
各
地
の

屯
倉
（
皇
室
の
私
有
民
・
私
有
地
）、
こ
と
に
臣
・
連
・

伴
造
・
国
造
・
村
首
ら
諸
豪
族
の
も
っ
て
い
る
部
曲

や
各
地
の
田
荘
（
豪
族
の
私
有
民
・
私
有
地
）
は
廃

止
す
る
。

二
、
は
じ
め
て
都
の
制
を
つ
く
り
、
畿
内
の
国
司
・
郡

司
や
関
所
・
斥
候
（
北
辺
守
備
の
人
）・
防
人
（
西

海
防
備
の
人
）・
駅
馬
・
伝
馬
を
お
き
、
駅
鈴
や
関

所
の
木も
っ
契け
い
を
造
り
、
地
方
の
行
政
区
画
も
定
め
る
。

三
、
は
じ
め
て
戸
籍・計
帳・班
田
収
授
の
法
を
定
め
る
。

四
、
今
ま
で
の
力
役
の
税
制
を
や
め
て
田
に
か
け
る
調

の
税
制
を
お
こ
な
う
こ
と
と
す
る
。

改
新
の
詔
（『
日
本
書
紀
』）

史
料

１ 皇室系図（1）　大友皇
子は，『日本書紀』には即位
の記事はないが，明治時代に
なって「弘文天皇」とされた。

持
統

）
后
皇
武
天
（

元
明

）
妃
子
皇
壁
草
（

天

智

子
皇
友
大

（

文
弘

）仁
光

武
桓

正
元

武
文

武
聖

天

武

仁
淳

謙
孝

王
屋
長

極
皇

）
后
皇
明
舒
（

茅
渟
王

（
＊

）
明
斉徳

孝

子
皇
間
有 ＊＊

＊

＊

＊
（
＊

）
徳
称

）
子
皇
兄
大
中
（

）
子
皇
人
海
大
（

舒
明
じ
ょ
め
い

じ
ゅ
ん
に
ん

も
ん
　む

し
ょ
う�

む

か
ん�

む

こ
う
に
ん

げ
ん
め
い

げ
ん
し
ょ
う

太
字
は
天
皇
、
数
字
は

こ
の
表
に
お
け
る
天
皇

の
即
位
順

＊
は
女
帝

あ
り
　ま

ぬ

ち

お
お
　つ

く
さ
か
べ

し
　き

な
が
　や

こ
う
ぶ
ん

1

5

8

6
16

17

7
2

14
11

10

121315

9

43

お
さ
か
べ

忍
壁（
刑
部
）親
王

た
け
ち
高
市
皇
子

大
津
皇
子

草
壁
皇
子

施
基
皇
子

と
ね
り
舎
人
親
王

▲ p.28 ～ 29
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　 歴史から学び，社会を主体的に創造するための日本史   ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●

▶創造や自主・自立の精神を重んじ，それらを育むことができるよう，先人たちが政治・経済・文化活
動や技術開発などあらゆる分野で不断の努力を重ね，よりよい社会・生活と豊かな人間性を追求して
きたことを系統的に記述しました。（教育基本法第２号に対応）

▶近代以降の世界において，個人の価値が見出され尊重されるようになってきた歴史的経緯を記述する
ことによって，その重要性を知り，自他の価値と能力を互いに認め合う姿勢を身に付けることをめざ
しました。（同第２号に対応）

▶民主主義や基本的人権，男女の平等などが先人の努力によって歴史的に獲得されたものであることを
記述し，それらを発展させていくことの大切さを理解させるとともに，その実現のために主体的な取
り組みや他者との協力を重視する態度を養うことをめざしました。（同第３号に対応）

▶社会の発展や公共の福祉に尽くしてきた先人の歩みを記述し，社会に主体的に参画することの必要性
を理解できるよう配慮しました。（同第３号に対応）

　 日本人・地球市民としての自覚を養う日本史   ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●

▶歴史の中では時に戦争や災害などによって多くの人命が危機にさらされたこと，また人々がそれらを
克服してきたことをも記述し，生命の重大な価値に気付かせ，あらゆる生命を尊ぶ姿勢と心を培うこ
とができるように配慮しました。（教育基本法第４号に対応）

▶歴史を通じて人々が自然を利用・開発しながら生活を営んできたことを記述し，これを通して自然と
の共生をはかる態度を育成することをめざしました。（同第４号に対応）

▶歴史上の人々が自己の郷土や国家の発展に尽力してきたことを記述し，自他の国や文化・宗教などを
互いに尊重し国際理解・異文化理解に努める態度を養うとともに，国際社会の諸課題と恒久平和のた
めに能動的に取り組む姿勢を培うことができるよう配慮しました。（同第５号に対応）

▶文化財や遺跡・歴史的建造物などの写真を豊富に掲載し，伝統・文化への関心をもたせるとともに，
それらを生み出した人々や身近な地域への敬意や愛着をもつことができるよう配慮しました。（同第
５号に対応）

▶世界，特に東アジア地域の歴史を広く視野に入れた記述をすることによって，日本が様々な国や地域
とかかわりながら歴史を営んできたことを理解させるとともに，国際社会の一員としての日本人の役
割について考察させることをめざしました。（同第５号に対応）

 対照表２

図書の
構成・内容 特に意を用いた点や特色 該当箇所

第１編
　原始・古代の日本史について，そこに現れた様々な社会的課題や成果を，
東アジアの動向もふまえながら丁寧に記述・解説し，生徒のより深い理解と
多角的な考察を促すことに意を用いました（第１号）。

第１編すべて

②

③
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図書の
構成・内容 特に意を用いた点や特色 該当箇所

　人々が自然環境にあわせて進化をとげ，道具の改良など様々な工夫によっ
て，自然を利用しそれと共存しながら生活を営んできたことを記しました（第
２号・第４号）。

12 ～ 17，
22 ページ

　今日につながっていく国家の仕組みを整え，公共の精神に基づいて社会の
形成と発展に寄与した人々とその考え方・思想について記述しました（第３
号）。

22，24 ～ 25，
28 ～ 33，36 ～ 40
～ 41 ページ

　現在の国際社会の平和と発展について考察するための契機として，特に東
アジアを中心とする国々との関係について丁寧に記述しました（第５号）。

18 ～ 21，24 ～ 25，
28 ～ 29，34 ～ 35，
39，42，44，
45 ページ

　原始・古代の人々が創造した宗教・もの・建造物などを図版・写真ととも
に取り上げ，伝統としてのそれらを敬愛する態度をもちうるよう配慮しまし
た（第５号）。

15，17，22 ～ 23，
24 ～ 25，26，27，
29，34 ～ 35，
38 ～ 39，40，44，
45 ページ

第２編
　中世の日本史について，そこに現れた様々な社会的課題や成果を，東アジ
アの動向もふまえながら丁寧に記述・解説し，生徒のより深い理解と多角的
な考察を促すことに意を用いました（第１号）。

第２編すべて

　先人がその土地の自然環境に応じた作物の栽培や農業技術の改良に努めな
がら生産力を高めてきたことや，手工業・商業を発展させてきた人々の様子
を，絵画資料などを豊富に用いながら記しました（第２号・第４号）。

48，
78 ～ 81 ページ

　戦乱の中で，民衆が生活や共同体を守るために自ら団結し，自治的な社会
を作り上げていったことや，女性も一族や社会を担う存在であったことを記
述しました（第３号）。

82 ～ 85，
93 ページ

　中世において現代にまでつながる芸術や生活様式が形成されたことを記
し，伝統文化への理解を深めるとともに，今日の生活文化の背景を捉えるこ
とができるよう配慮しました（第５号）。

74 ～ 75，53，58，
60 ～ 63，74 ～ 75，
90 ～ 91 ページ

　東アジアに成立したおもな国々と日本との政治的・経済的関係を系統的に
記述し，武力を用いた衝突がありながらも互いに関係を深め，東アジア全体
で活発な交易が行われるようになったことに触れました（第５号）。

51，54，64 ～ 65，
72 ～ 73，75，76，
77，89 ページ

第３編
　近世の日本史について，そこに現れた様々な社会的課題や成果を，東アジ
アや世界の動向もふまえながら丁寧に記述・解説し，生徒のより深い理解と
多角的な考察を促すことに意を用いました（第１号）。

第３編すべて

　身分制度が確立し，個人の価値や自由が制限される中でも，人々がそれぞ
れの職分を果たしながら生活を営み独自の文化を創造したことを記述しまし
た（第２号）。

101，104 ～ 105，
108 ～ 109，
120 ～ 123，124，
125，128 ～ 129，
136 ～ 139 ページ

　その時々の政治家などが積極的に政治・社会制度の整備や改革に取り組み，
社会の安定と発展に寄与したことについて，改革の前後の状況や影響，功罪
まで含めて具体的に記述しました（第３号）。

98 ～ 101，106 ～
107，110 ～ 111，
114 ～ 115，126 ～
127，130 ～ 131，
134 ～ 135，
142 ページ
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図書の
構成・内容 特に意を用いた点や特色 該当箇所

　農業や諸産業など自然の利活用が盛んになった様子や，自然災害によって
しばしば社会の安定が脅かされた様子を記述し，自然とのかかわり方や環境
保全について理解と考察を深められるよう留意しました（第４号）。

116 ～ 117，
118 ～ 119，130，
143 ページ

　近世において，今日も親しまれている伝統文化・文物が，海外の影響を受
けながら，あるいは独自の工夫によって生み出されたことや，身近な地域で
育まれてきたことについて記述し，それらの探究を通して郷土への愛着を深
められるよう配慮しました（第５号）。

102，104 ～ 105，
120，122 ～ 123，
136 ～ 139 ページ

　当時の日本を取り巻く世界史的状況を記述し，日本を含む国と地域が制約
のある中でも関係を築き相互に影響を与え合ってきたことについて，生徒が
国際社会の一員としての自覚と責任をもつ契機となるよう，意を用いて記述
しました（第５号）。

96 ～ 97，102，
103，110 ～ 113，
120，132 ～ 133，
138 ～ 139，
144 ～ 145 ページ

第４編
　近代の日本史について，そこに現れた様々な社会的課題や成果を，世界の
動向もふまえながら丁寧に記述・解説し，生徒のより深い理解と多角的な考
察を促すことに意を用いました（第１号）。

第４編すべて

　官民を問わず様々な人が将来を見据えながら自主的・自律的に改革や運動，
勉学や勤労に邁進して新時代を築いた様子を，具体的な人物や事例を多く挙
げながら記述しました（第２号）。

151 ～ 159，
164 ～ 173，
184 ～ 193 ページ

　民主主義や基本的人権など自由と平等を尊重する動きが広まったことを記
述し，政治・経済や教育・文化などあらゆる面において改革が行われた経緯
と今日に至る近代社会の歴史的意義を捉え，公共の福祉と主体的な社会参画
のあり方について考察することができるよう配慮しました（第３号）。

166 ～ 171，
188 ページ

　産業の発達にともない，自然の汚染や破壊が進む一方で，環境保全の意識
が芽生えていったことを記述しました（第４号）。　

184 ～ 187 ページ

　日本が列強の一員となって東アジアに進出し植民地を建設していく過程を
記し，それが東アジアの人々にもたらした影響について考察させるとともに，
平等かつ平和的な国際関係の構築と相互の価値観や伝統を尊重することの重
要性に気付かせることに意を用いました（第５号）。

160 ～ 161，
172 ～ 173，
176 ～ 183 ページ

第５編
　二つの大戦期の日本と世界の歴史について，そこに現れた様々な社会的課
題や成果を丁寧に記述・解説し，生徒のより深い理解と多角的な考察を促す
ことに意を用いました（第１号）。

第５編すべて

　この時代に現代の私たちの生活様式の基礎が形成されたことや戦争がもた
らす生活への影響を記述し，生徒が自らの生活のあり方や，それにかかわる
現代的な社会問題を客観的に捉え直す契機となるよう配慮しました（第２
号）。

202 ～ 203，
208 ～ 209，
228 ～ 229，
233 ページ

　民主主義や人々の権利・平等などが，戦争や差別によって著しく制限され
た様子を記すとともに，差別の解消や権利の獲得に積極的に取り組んだ人々
やその運動について記述しました（第３号）。

200 ～ 201，206 ～
207，210，213，
217，220 ～ 223，
226 ～ 227，
228 ～ 231 ページ

　戦争を通じて国の内外を問わず多大な人命が人為によって失われ，国土の
荒廃や環境破壊にもつながる兵器が使用されたことなどを記述し，生命と自
然を尊重する心を育成できるよう意を用いました（第４号）。

198 ～ 199，
222 ～ 233 ページ
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図書の
構成・内容 特に意を用いた点や特色 該当箇所

　二つの大戦が起こった経緯を，当時の国際関係を含めて丁寧に記述し，対
話の重要性に気付かせ，平和的な国際社会の構築と発展を希求し，それに寄
与する姿勢を育むことができるよう配慮しました（第５号）。

198 ～ 201，
212 ～ 227 ページ

第６編
　戦後から現在に至る日本と世界の歴史について，そこに現れた様々な社会
的課題や成果を丁寧に記述・解説し，生徒のより深い理解と多角的な考察を
促すことに意を用いました（第１号）。

第６編すべて

　家族制度や教育の民主化が図られるとともに，高度経済成長などを通じて
労働や生活状態に変化と向上が見られたこと，また新たな問題も生まれてき
たことを記述しました（第２号）。

236 ～ 243，
255，
256 ～ 259 ページ

　民主化や差別解消などの実現に向けて戦後様々な改革や運動が進められた
ことを記し，それらの維持とさらなる発展のために，他者と協力し工夫を重
ねることの必要性に気付かせることができるよう配慮しました（第３号）。

236 ～ 240，249，
252 ～ 253，
254 ページ

　戦後には産業の発展や核開発，災害などにより自然環境や人々の健康・生
活を脅かすできごとがあり，対策がとられ克服の試みがなされてきたこと，
一方で未解決の問題があることも認識できるよう意を用いて記述しました

（第４号）。

249，
258 ～ 259，
266 ページ

　戦後の世界では様々な対立がありながらも国際協調の努力が続けられてき
た一方で，なお紛争が起こっている現状について，世界平和のために何が必
要かを生徒が考察するために資するものとなるよう記述しました（第５号）。

246 ～ 247，250
～ 251，253，254，
260，262 ～ 263，
266 ページ

歴史編
　日本史を学ぶにあたって必要な知識や技能を習得し，それを活用しながら
諸課題について多角的に探究し，論述する力を身に付けることができるよう
配慮しました。（第１号）

6 ～ 9，84 ～ 85，
144 ～ 145，
270 ～ 273 ページ

　様々な歴史的資料を取り上げ，それらに基づいて主体的に考察することに
より，文化財としての資料の価値に気付かせるとともに，合理的に思考・判
断する力を身に付け，社会の発展に寄与するための態度と能力の育成をめざ
しました。（第１号・第３号・第５号）

6 ～ 9，84 ～ 85，
144 ～ 145，
270 ～ 273 ページ

 上記の記載事項以外に特に意を用いた点や特色３

▶各編の冒頭には，これから学ぶ時代を概観する序文と年表を提示し，展望や振り返りの学習を行いや
すくなるよう工夫しました。

▶活字としてユニバーサルデザイン・フォントを使用したほか，色覚特性に配慮した色遣いをするなど，
誰にとっても読み取りやすい教科書をめざしました。
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編 　 修 　 趣 　 意 　 書
（学習指導要領との対照表，配当授業時数表）

※ 受 理 番 号 学 　 校 教 　 科 種 　 目 学 　 年

28-17 高等学校 地理歴史科 日本史Ｂ

※ 発 行 者 の
番 号 ・ 略 号

※ 教 科 書 の
記 号 ・ 番 号  ※教　科　書　名

35
清水

日 Ｂ 
313 高等学校　日本史Ｂ　新訂版

 編修上特に意を用いた点や特色１

　 詳しく具体的な記述と豊富な視覚資料   ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●

▶中学校で学んだ歴史的理解をさらに深め，日本の歴史と文化について思索を重ねられるよう，丁寧か
つ具体的に記述しました。

▶細かな事項の習得・暗記にとどまることのないよう，それぞれの事象の因果関係や歴史上における意
義などを丁寧に解説し，理解を有機的に深めることができるよう留意しました。

▶本文は 105 のテーマでまとめ，１テーマを１授業
時間とし，授業進度の目安としました。また，各
テーマを明確にするため，タイトルを具体的な疑
問文で提示し，生徒が興味をもって主体的に日本
史を考察することができるよう工夫しました。

▶ 視覚による理解と史料に基づく歴史学
習を重んじ，写真や地図・文字史料・系
図・概念図・統計など，多種多様な資料
を豊富に掲載しました。

①

▲ p.152
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　　　　　　　　　　尊
そん
王
のう
攘
じょう
夷
い
運動が高まると，それに敵対的な勢力も

結集することとなった。薩
さつ
摩
ま
藩や会

あい
津
づ
藩は，

1
（文久3）
863 年 8月 18 日，長

ちょう
州
しゅう
藩や三

さん
条
じょう
実
さね
美
とみ
ら 7人の尊攘派公

く
家
げ
を京都から

追放した（八月十八日の政変）。そののち，徳
とく
川
がわ
慶
よし
喜
のぶ
と島

しま
津
づ
久
ひさ
光
みつ
など有

力諸侯の会議も内部分裂で終わり，徳川慶喜と京都守護職の松
まつ
平
だいら
容
かた
保
もり
を

中心とした政権が，朝廷とも良好な関係を保って，勢力をもった。

　翌 1
（元治元）
864 年 6 月，新

しん
選
せん
組
ぐみ
に
▶1
よる池

いけ
田
だ
屋
や
事件
▶2
がおこると，巻き返しを

はかる長州藩は京都の御
ご
所
しょ
付近まで兵を進めたが，薩摩・会津兵などに

よって撃
げき
退
たい
された（禁

きん
門
もん
の変［蛤

はまぐり
御
ご
門
もん
の変］）。幕府は御所を攻めた長

州藩に対して，各藩に征
せい
討
とう
を命じた（第一次長州戦争［征討］）。その直

後の 8月，前年に長州藩が下
しもの
関
せき
で攘夷を決行した報復として，イギリス・

フランス・オランダ・アメリカの四国連合艦
かん
隊
たい
が下関を砲撃し，侵攻し

た（四国連合艦隊下関砲撃事件）。こうしたなか，長州藩内では保守派
が台頭し，禁門の変の責任者を処

しょ
断
だん
して幕府に恭

きょう
順
じゅん
の意を示した。

　　　　　　　　　　藩論を変えた長州藩に対して，同藩の高
たか
杉
すぎ
晋
しん
作
さく
ら

が奇
き
兵
へい
隊
たい
な
▶3
どを率いて挙兵し，内戦となった。そ

れに勝利した高杉や木
き
戸
ど
孝
たか
允
よし
らが藩政を指導するようになると，長州藩

は対幕府抗戦の方針を固めた。一方，薩摩藩は諸侯会議の設置を唱
とな
えた

が，徳川慶喜らによって拒
きょ
絶
ぜつ
され続けた。1

（慶応2）
866 年 1月，長く敵対関係

にあった長州藩と薩摩藩は，土
と
佐
さ
藩脱
だっ
藩
ぱん
浪
ろう
士
し
の坂
さか
本
もと
竜
りょう
馬
ま
・中
なか
岡
おか
慎
しん
太
た
郎
ろう
の

仲
ちゅう
介
かい
によって，薩

さっ
長
ちょう
連合（薩長同盟）を結んだ。

　こうした状況下，長州藩が領地削
さく
減
げん
などの処分案を拒否したため，同

年 6月，幕府は，第二次長州戦争（征討）をおこした。しかし，薩摩
藩はこれに協力せず，また戦況も思わしくなかったため，将軍家

いえ
茂
もち
の死

去を理由に幕府は兵を引きあげた。幕府の権
けん
威
い
は地に堕

お
ち，各地では世

よ

長州戦争

1837～91

1835～93

薩長の提携 1839～67

1833～77

（高知県） 1835～67 1838～67

江戸幕府はなぜ滅亡したのか57

▲

1 　1863年 に近
こん

藤
どう

勇
いさみ

（1834〜68）らによって
組織され，京都守護職の指
揮下に尊攘派の制圧にあ
たった。▲

2 　新選組が京都の旅
館池田屋で長州・土佐藩な
どの尊攘派志士多数を殺

さっ

傷
しょう
した事件。▲

3 　1863年，高杉晋作
によってつくられ，武士の
ほか農民なども参加した軍
隊。

第 4編　近代１―明治期152

３ 坂本竜馬　土佐藩の郷
ごう

士
し

の出身。土佐勤
きん

皇
のう

党の結成に
参加したのち脱藩，勝海舟に
学んで開国論に転じる。のち
海
かい

援
えん

隊
たい

などを組織し，薩長を
提
てい

携
けい

させるなどの活躍をした。

１ 四国連合艦隊による下関
砲台占拠　四国連合艦隊によ
る下関砲撃をうけて敗れた長
州藩は，こののちイギリスに
接近した。イギリス公使パー
クス（1828～85）は，雄

ゆう

藩
はん

連合政権を期待し，薩摩・長
州への支持を強めた。

２ 江戸の打ちこわし　1866年5月には江戸で大規模な打ちこわしがおき，町
まち

奉
ぶ

行
ぎょう

所
しょ

の門に「御
おん

政
まつり

事
ごと

売
うり

切
きれ

申
もうし

候
そうろう

」の張り紙が貼られるほどであった。（「幕末江戸市
中騒動図」）
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の治
ち
安
あん
を悪化させる原因となった。

　アヘン戦争で清
しん
がイギリスに大敗するなどの状況のなかで，1

（天保13）
842 年，

異
い
国
こく
船
せん
打
うち
払
はらい
令
れい
を薪
しん
水
すい
給
きゅう
与
よ
令
れい
に改めた。また，軍事力の差を感じた忠邦は，

長崎町
まち
年
どし
寄
より
高
たか
島
しま
秋
しゅう
帆
はん
をよび寄せ，西洋砲

ほう
術
じゅつ
の実射訓練をおこなった。

1843 年には上
あげ
知
ち
令
れい
を出し，江戸・大坂周辺の大名の飛び地や旗

はた
本
もと
知
ち
行
ぎょう

地
ち
を他の土地と交換して幕府の直

ちょっ
轄
かつ
地とし

▶4
，財政を安定させ，対外防備

を強化しようとした。しかしこの政策は，大
だい
名
みょう
・旗本・領民の反対で実

施できず，幕府の弱体化を示す結果となった。忠邦は老中を解任され，

改革は失敗した。

　　　　　　　　　　19 世紀になると，内憂外患のなかで，諸藩は深

刻な財政危機におちいっていた。薩
さつ
摩
ま
藩では，下

級武士から登用された調
ず
所
しょ
広
ひろ
郷
さと
が，1

（文政10）
827 年から藩の巨額の借

しゃく
財
ざい
を整理

し
▶5
，奄

あま
美
み
の黒

くろ
砂
ざ
糖
とう
の専

せん
売
ばい
を強化して，琉

りゅう
球
きゅう
との密貿易で利益をあげた。

藩主島
しま
津
づ
斉
なり
彬
あきら
も開明的な政策を進め，反

はん
射
しゃ
炉
ろ
や造船所などを建設し，軍

事力の強化をはかった。長
ちょう
州
しゅう
藩では，1

（天保9）
838 年に村

むら
田
た
清
せい
風
ふう
を中心に改革

を進め，紙・蠟
ろう
の専売制を改革し，下

しもの
関
せき
に設置していた越

こし
荷
に
方
かた
を
▶6
整備し

て利益をあげた。佐賀藩では，藩主鍋
なべ
島
しま
直
なお
正
まさ
が，地

じ
主
ぬし
から没収した小作

地を百姓に分けあたえる均
きん
田
でん
制
せい
を実施するなどして本

ほん
百
びゃく
姓
しょう
体制の維

い
持
じ
を

はかった。また，特産の有
あり
田
た
焼
やき
（伊

い
万
ま
里
り
焼）の専売制を強化した。日本

で最初の反射炉を築き，大砲製造所もつくった。水
み
戸
と
藩では，1

（文政12）
829 年

に藩主となった徳
とく
川
がわ
斉
なり
昭
あき
が率先して財政再建と対外危機に備えて改革を

進め，藩校弘
こう
道
どう
館
かん
の設置や反射炉の建設などをおこなったが，改革をめ

ぐる藩内の抗争のために改革がうまく進まなかった。

　このように藩政改革を成功させ，財政を再建した藩は，幕末の政局を

左右する雄
ゆう
藩
はん
となっていった。

（→ p.133）

1798～1866

諸藩の改革

1776～1848

1809～58

1783～1855

1814～71

1800～60

（→ p.140） ▲

6 　日本海から下関に
寄港する廻

かい
船
せん
の積荷（越荷）

を扱う藩の役所。越荷を抵
てい

当
とう
に融

ゆう
資
し
をおこなったり，

越荷の委
い
託
たく
販売をおこな

い，大きな利益をあげた。
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菱ひ

垣が
き

廻か
い

船せ
ん

問ど
ん

屋や

共
よ
り
是こ

れ

迄ま
で

年
々
金
壱（

一
）万

弐（
二
）百

両
宛ず
つ

冥み
ょ
う

加が

上
納
致い

た
し

来き
た
り

候そ
う
ろ
う

処と
こ
ろ

、
問
屋
共
不
正
之の

趣お
も
む
き

も
相あ

い

聞き
き

候
に
付つ

き
、
以
来
上
納
に
不
　レ

及
候
、

尤も
っ
と
も

向き
ょ
う

後こ
う

右
仲な

か
間ま

株か
ぶ

札ふ
だ

者は

勿も
ち

論ろ
ん

、
此こ

の
外ほ

か
共
都す

べ
て而

問

屋
仲
間
并な
ら
び
に

組く
み
合あ

い
抔な

ど
と
唱と

な
え

候
儀ぎ

者は

不
　レ
相
　レ
成
候
…

　
十
二
月

口
語
訳
　
菱
垣
廻
船
問
屋
か
ら
こ
れ
ま
で
年
に

金
一
万
二
百
両
の
冥
加
金
が
上
納
さ
れ
て
い
た

が
、
問
屋
に
不
正
が
あ
っ
た
と
聞
い
た
の
で
、

以
後
上
納
を
や
め
さ
せ
た
。
今
後
は
右
の
株
仲

間
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
札
は
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
他
す
べ
て
問
屋
仲
間
と
か
組
合
な
ど
と
称

し
て
は
な
ら
な
い
。

　（
天
保
十
二
［
一
八
四
一
］
年
）
十
二
月

お
よ
ば
ず

あ
い
な
ら
ず

株
仲
間
解
散
令

史
料

６ 長州藩の反射炉　金属を
溶
よう

解
かい

・精
せい

錬
れん

する施設。水戸・
薩摩両藩でも築造された。ま
た1854（安政元）年から，幕
府の代官の江

え

川
がわ

太
た

郎
ろう

左
ざ

衛
え

門
もん

英
ひで

竜
たつ

が伊
い

豆
ず

韮
にら

山
やま

に築造をはじめ
た反射炉は翌年完成した。

４ 「 源
みなもとの

頼
より

光
みつ

公
こう

館
やかた

土
つち

蜘
ぐも

作
ようかいをなす

妖怪図
ず

」　平安時代に酒
しゅ

呑
てん

童
どう

子
じ

を退治し
たという源頼光の故事に見立てて，天保の改革を風

ふう

刺
し

したといわ
れる。右端が将軍家慶，その左が忠邦，上に描かれた化け物は，
改革で弾

だん

圧
あつ

された人々とされる。（歌川国芳画）

５ 村田清風（山口県，村田
清風記念館蔵）

！！日本史Ｂ-3編[094-145].indb   135 2016/03/30   12:00

5

10

15

20

25

5

10

15

20

25

　　　　　　　　　　明治政府による官営事業払い下げ，また，日本銀

行創設による貨
か
幣
へい
制度の安定で，日本の貿易は輸

出超
ちょう
過
か
となり，鉄道や紡

ぼう
績
せき
業などで会社の設立があいついだ（企業勃

ぼっ
興
こう
）。

まず紡績業や製
せい
糸
し
など繊

せん
維
い
産業を中心に工場での機械制生産が進み，日

にっ

清
しん
戦争後は戦後経営のもとで軍

ぐん
需
じゅ
産業を軸に鉄

てっ
鋼
こう
・機械・造

ぞう
船
せん
業の発展

がはかられた
▶1
。こうして金

きん
融
ゆう
資本が成長し，交通網が整備されて，日本

は 1
（明治23）
890 年前後に産業革命をむかえ，商品経済と賃金労働の広がりを基

礎とした資本主義社会が成立した。しかし，原料や機械の多くを輸入に

頼ったことで，日本の近代産業は対外戦争の動向や植民地の有無などに

大きく左右されることになった。

　　　　　　　　　　綿紡績業では，手
て
紡
つむ
ぎのほか臥

が
雲
うん
辰
とき
致
むね
が発明した

水車利用の紡績機（ガラ紡
ぼう
）が広まった。1882

年には渋
しぶ
沢
さわ
栄
えい
一
いち
らによって，日本最大の機械制紡績工場，大阪紡績会社

が設立された。この成功に刺
し
激
げき
されて，あいついで紡績会社が設立され，

1890 年に綿糸の生産量は輸入量を上回った。紡績業が重

要な輸出産業となる一方，増大した綿花輸入によって，国

内の綿作は大きな打撃をうけた。貿易収支は，工場用の機

械や綿花などの原料輸入の増大により輸入超過となった。

　これに対して製糸業では，原料が国内でまかなえる生
き
糸
いと

が主要輸出品として期待され，増産が進められた。1894

年には器械製糸による生産が，それまでの座
ざ
繰
ぐ
り製糸の生

産を上回るようになった。器械製糸は，基本工程を工女の

熟
じゅく
練
れん
した手作業に頼っていたため，少ない資金で運用する

ことができ，製糸家に急速に広がった。生糸輸出はアメリ

産業革命の進展

繊維産業の発展 1842～1900

1840～1931

近代産業はどのように発展したのか72

第4章

近
代
産
業
の

発
展
と

国
民
生
活
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１ 生糸の生産量と輸出量（『近代日本経済
史要覧』）

8

6

4

2

0

（千t）

輸出量

（年）189091 92 93 94 95 96 97 98 99190001 02

座繰り製糸 器械製糸

国内生産量

２ 綿紡績業の発展（『近代日本経済史要覧』）　
1894年に綿糸輸出税が廃止され，1896年には綿
花輸入税が廃止された。

250

200

150

100

50

0

（千t）

1884 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1900 01 02（年）

綿糸国内生産量

日清戦争

綿花輸入量

綿糸輸入量

綿糸輸出量

３ 座繰り製糸のようす　器
械製糸の生産が拡大した後
も，座繰りによる生産が広く
おこなわれていた。製糸は蚕

かいこ

の繭
まゆ

から糸を繰
く

り取って生糸
を生産するもので，綿花など
から得た繊維を紡

つむ

ぎ合わせる
のが紡績である。（群馬県富
岡市提供）

　その他
25.0

綿糸
22.3
　（％）

砂糖
15.1

14.3

毛織物
綿織物

鉄類
3.7

綿花
1.6

石油

綿花
19.9

米
9.8

9.0

機械類

機械類
1.2

綿糸4.4綿織物4.4
毛織物4.4

石油
3.5

鉄類4.1

　その他
32.4

生糸
 34.1

綿糸
石炭

絹織物6.0
緑茶
4.6

水産物
2.6 米

3.8

33.6

水産物5.8

米
4.4

石炭
3.1　その他

25.5 生糸
43.0

（％）
緑茶
18.2

8.3
7.1

7.9
8.9 8.0

16,315
総額

3,772
万円

2,945

1882年 1897年

21,930

輸

　出

輸

　入

その他

砂糖

４ 品目別輸出入の割合（『日
本貿易精覧』）
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　　　　　　　　　　1
（明治26）
893 年，第 4議会閉会後，政府による条約改正

交渉が大詰めをむかえて，外国人の内地雑居が現

実味をおびてきた。自由党は，「政費節
せつ
減
げん
・民力休養」を唱

とな
えて政府の

施
し
策
さく
に反対する態度から，政府と提

てい
携
けい
して政府の施策に影響をおよぼそ

うとする態度へと姿勢をかえて，藩
はん
閥
ばつ
政府に接近しつつあった。逆に，

立憲改進党は他の政党と結んで，条約改正問題で強
きょう
硬
こう
論を唱えて政府と

対立するようになった（対外硬派）。対外硬派は，政府や自由党が主張

する外国人の内地雑居ではなく，現行条約の規定をきびしく適用する方

法による条約改正を政府にせまった。藩閥政府と対外硬派の対立によっ

て，第 5・第 6議会で第 2次伊
い
藤
とう
博
ひろ
文
ぶみ
内閣は衆議院を解散した。第 6

議会解散の翌月（1894 年 7 月），日英通商航海条約が締
てい
結
けつ
され，日

にっ
清
しん

戦争もはじまった。

　　　　　　　　　　日清戦争後，藩閥政府は，戦後経営のために予算

規模を拡大する必要にせまられていた。一方，民

党の側では，自由党が実力者星
ほし
亨
とおる
の主導で藩閥政府と提携して政府の施

策に影響をおよぼそうとする態度へと完全に転

換し，日清戦争後，第 2次伊藤博文内閣と提携

した。続いて，進歩党
▶1
も第 2次松

まつ
方
かた
正
まさ
義
よし
（薩

さつ
摩
ま
）

内閣と提携するにいたった（これは松方と大隈の

頭文字をとって「松
しょう
隈
わい
内閣」とよばれた）。

　しかし，1898 年，第 3次伊藤内閣が議会に地
ち

租
そ
増
ぞう
徴
ちょう
案を提出すると，自由党と進歩党はこれに

反対し，合同して憲
けん
政
せい
党を結成した。民党との提

条約改正交渉と
対外硬派

（→ p.176）

藩閥政府と民党の
提携

日清戦争前後の国内政治はどのようなものか67

第3章

日
清
・
日
露

戦
争
と

東
ア
ジ
ア

▲

1 　対外硬派をになっ
た立憲改進党といくつかの
政党が合同して，1896年
に結成された党。
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１ 立憲政友会の結成式（1900年9月15日，帝国ホテル）

２ 大隈重信　立憲改進党を
設立したほか，東京専門学校
（のちの早

わ

稲
せ

田
だ

大学）を創設
し，教育界にも貢献した。

３ 条約改正交渉　条約改正
交渉で列強（左から英・仏・
露・独）を日本ペースに追い
こもうとする図。英が倒れか
けていて陥

かん

落
らく

寸前と推測して
いる。（『団

まる

団
まる

珍
ちん

聞
ぶん

』1893年
10月21日号）
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なることを条件に，開発した墾田を，権力をもつ中央の貴

族・寺社に寄
き
進
しん
した（寄進地系荘園）。寄進をうけた貴族・

寺社は領
りょう
家
け
とよばれた。領家が荘園の権利をより安定させ

るため，さらに上級の貴族や寺社（権
けん
門
もん
勢
せい
家
か
）に寄進する場合もあり，

その寄進先は本
ほん
家
け
とよばれた。

　墾田は原則的には税のかかる輸
ゆ
租
そ
田
でん
であったため，本家・領家はその

政治的立場をもとに，太
だい
政
じょう
官
かん
符
ぷ
・民

みん
部
ぶ
省
しょう
符
ふ
により租税を免除される（そ

の分は自らの収入となる）不
ふ
輸
ゆ
の権を得た（官

かん
省
しょう
符
ふ
荘
しょう
）。さらに国司が

派遣する検
けん
田
でん
使
し
の立ち入りを拒否できる不

ふ
入
にゅう
の権も獲得した。

　11世紀以降，荘園への徴税に関して，荘園領主と国司の間でしばし

ば紛
ふん
争
そう
がおこった。そこで朝

ちょう
廷
てい
は，代々の国司ごとに認めてきた国

こく
免
めんの
荘
しょう

も
▶1
荘園として認定して荘園と公領とを区分し，同時に荘園・公領を問わ

ず国司による臨時の徴税賦課（一
いっ
国
こく
平
へい
均
きん
役
やく
）を確保しようと荘園整理令

を発した。

　11世紀後半までにたびたび出された荘園整理令によって，荘園は合

法的な土地として認められて国家の土地制度のなかに組みこまれ，荘園
公領制とよばれる土地管理の体制がかたちづくられていくことになっ
た。

　　　　　　　　　　寄進地系荘園の多くは，「本家―領家―下司」と

いう重層的な支配と荘園からの収入（得
とく
分
ぶん
）を獲

得・配分する系列にまとまった
▶2
。12世紀にこのような重層的な土地支

配体制が確立してくると，その頂点にあるという性格から，本家になる

階層は院・女
にょ
院
いん
・摂

せっ
関
かん
家
け
など権

けん
勢
せい
ある家や大寺社に限られた。なかでも

院・女院には寄進が集中し，鳥
と
羽
ば
院
いん
政
せい
期には天皇家が最大の荘園領主と

なって，荘園制確立の画
かっ
期
き
となった。

権門領荘園の増大

（→ p.52）

▲

1 　国司が特定の土地
の租税を免除する権限を
使って不輸の権を得た荘
園。代々の国司ごとに認定
をうける手続きをとった。▲

2 　職務と得分の取得
権が一体となったものを
「職

しき
」といったので，この

システムを「職の体系」と
よんでいる。
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４ 八条院領　鳥羽院の皇女
八
はち

条
じょう

院
いん

暲
しょう

子
し

のもとには約220
か所の荘園が寄進されたとい
う。ここでは，1176年当時
の所在地のわかる荘園だけを
あげた。また，後

ご

白
しら

河
かわ

上
じょう

皇
こう

が
持
じ

仏
ぶつ

堂
どう

のために残した長
ちょう

講
こう

堂
どう

領は89か所にのぼった。（朝
日百科「日本の歴史」65に
よる）

丹
後但

馬

安芸備後 備中
出雲

伯
耆

讃岐
伊予

和泉
河内

近江
伊勢

美作

日向肥
後

筑前

越前
三
河

加賀 信
濃 甲斐

駿河

常
陸

越後

出
羽

摂津

山城

八条院領

拡 大 図

河
内

摂津

0　　　　　200km

３ 荘園の寄進（概
念図）　上

こう

野
ずけの

国
くに

（群
馬県）新

にっ

田
たの

荘
しょう

の例。

本 家

領 家

荘 官

荘 民

開発領主

寄進地系荘園

寄進

寄進

保護

保護

年貢
納入 管理

権門勢家の一族

都の貴族・寺社など

荘園の現地管理者

上野国新田荘（12世紀）

寄進

1157年
寄進

新田荘成立

義重を下司に任命
→義重，新田氏を
名乗る

12世紀はじめに開発（＝開発領主）

荘 民

年貢
納入 管理

金剛心院

藤原忠雅

源 義重

（鳥羽院の御願寺）

（鳥羽院の近臣）

（河内源氏）

こんごうしんいん

と ば いん ご がん じ

ふじわらのただまさ

みなもとのよししげ

p.184 ▶p.174 ▶

▼ p.49 ▼ p.135
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▶「もっと知りたい日本史」，「地域の歴史」，「女性の歴史」の３種類のコラムを用意し，多角的な歴史
像の構築に役立つようにしました。

▶「もっと知りたい日本史」（全 17 テー
マ）…本文テーマを補足するとともに，
日本史をより深めることができます。

▶「地域の歴史」（全９テーマ）…北海道・沖縄の歴史を
扱うほか，東アジア地域を広く捉えるテーマも用意しま
した。

▶「女性の歴史」（全６テーマ）…各編
に 1 テーマずつ設け，各時代におけ
る女性像や女性が果たした役割を丁寧
に掘り下げました。
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新興勢力と仏教の地方への広まり

　院政期の文化の特徴として，新興勢力の武士や庶
しょ
民
みん

の生活に対して関心が生まれたことや，中央の文化が
広く地方へ伝わったことがあげられる。前者について
は，平

たいらの
将
まさ
門
かど
の乱を描いた『将

しょう
門
もん
記
き
』，前

ぜん
九
く
年
ねん
合
かっ
戦
せん
を描

いた『陸
む
奥
つ
話
わ
記
き
』などの軍

ぐん
記
き
物
もの
が書かれ，後

ご
白
しら
河
かわ
上
じょう
皇
こう

は民間の流行歌
か
謡
よう
である今

いま
様
よう
や催

さい
馬
ば
楽
ら
を集成・分類し

て『梁
りょう
塵
じん
秘
ひ
抄
しょう
』を編

へん
纂
さん
した。後者については，陸奥の

中
ちゅう
尊
そん
寺
じ
金
こん
色
じき
堂
どう
と白
しら
水
みず
阿
あ
弥
み
陀
だ
堂
どう
，伯

ほう
耆
き
（鳥取県）の三

さん
仏
ぶつ

寺
じ
投
なげ
入
いれ
堂
どう
，豊

ぶん
後
ご
の富

ふ
貴
き
寺
じ
阿弥陀堂などの寺院建築や

平
たいらの
清
きよ
盛
もり
ゆかりの安

あ
芸
き
（広島県）の厳

いつく
島
しま
神社が，当時

の地方の文化水準を示している。

絵巻物・装飾経・仏教説話

　大
やまと
和絵

え
の手法を生かした絵画と，絵と詞

ことば
書
がき
を交互に

連ねて物語を進行させる絵
え
巻
まき
物
もの
や装

そう
飾
しょく
経
きょう
も隆

りゅう
盛
せい
した。

「源
げん
氏
じ
物
もの
語
がたり
絵巻」，「信

し
貴
ぎ
山
さん
縁
えん
起
ぎ
絵巻」，「伴

ばん
大
だい
納
な
言
ごん
絵巻」，

「鳥
ちょう
獣
じゅう
戯
ぎ
画
が
」などの絵巻や扇

せん
面
めん
古
こ
写
しゃ
経
きょう
が有名であるが，

なかでも厳島神社に納められた「平
へい
家
け
納
のう
経
きょう
」を特筆す

べきであろう。
　「平家納経」は，当時の政界を渡り歩き太

だい
政
じょう
大
だい
臣
じん
と

いう最高位にまで昇りつめた平清盛ら平氏一門の人々

が，1巻ずつ分担書写して厳島神社に奉
ほう
納
のう
した 33巻

からなる経
きょう
典
てん
群である。各巻とも意

い
匠
しょう
をこらし，金銀

の金具で表紙を飾り，美しい見返し絵をつけ，水
すい
晶
しょう
の

軸
じく
に金銀の装飾金具や螺

ら
鈿
でん
細
ざい
工
く
をほどこすなど当時の

工芸技法の粋
すい
をつくしている。平安時代に流行した装

飾経の最高峰をなすものである。
　また，インド・中国・日本の 3国にわたる古今の
仏教・世

せ
俗
ぞく
説話を収録した『今

こん
昔
じゃく
物語集』は，装飾経

とともに，当時の仏教の影響力の強さを示す。仏教説
話は絵巻物にもなり，末

まっ
法
ぽう
思想にもとづいて，地

じ
獄
ごく
や

餓
が
鬼
き
のありさま，飢

う
えや病の苦しみを扱った「地獄草

ぞう

紙
し
」や「餓鬼草紙」，「病

やまいの
草
そう
紙
し
」がつくられた。

    富貴寺阿弥
陀堂（大分県豊

ぶん

後
ご

高
たか

田
だ

市）

    扇面古写経　経
きょう

文
もん

とともに，人々の生活のようすが色鮮
あざ

やか
に描かれている。（大阪市，四天王寺蔵）

    「鳥獣戯画」　鳥
と

羽
ば

僧
そう

正
じょう

（覚
かく

猷
ゆう

）（1053～1140）の筆と
伝えられる4巻の絵巻物。うち1・2巻は，猿

さる

や蛙
かえる

・兎
うさぎ

など
を擬

ぎ

人
じん

化して，軽妙な筆
ひっ

致
ち

で世
せ

相
そう

を風
ふう

刺
し

している。（京都市，
高
こう

山
ざん

寺
じ

蔵）

    「平家納経」　平
氏一門の繁栄を
祈って奉納された。
平氏の栄

えい

華
が

を今に
伝えている。（模本，
東京国立博物館蔵）

    「餓鬼草紙」　飢えと渇
かわ

きに苦しみ，やせ細り腹だけがふくれ
た姿で死体や糞

ふん

尿
にょう

を食う「餓鬼」の姿を描いた作品。もとは，
蓮
れん

華
げ

王
おう

院
いん

（三
さん

十
じゅう

三
さん

間
げん

堂
どう

）の宝
ほう

蔵
ぞう

にあった「六
ろく

道
どう

絵
え

」の一部だっ
たと考えられる。平安時代末期に流行した六道思想では，生前
に罪

ざい

業
ごう

を犯した人間は死後に地
じ

獄
ごく

道
どう

や餓鬼道など苦しみの世界
に輪

りん

廻
ね

するとされた。

院政期の文化もっと知りたい

日本史 3
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もうひとつの「開国」

　薩
さつ
摩
ま
藩と清

しん
の両属関係にあった琉

りゅう
球
きゅう
の近海にも，

19世紀になると欧米の船が頻
ひん
繁
ぱん
にあらわれ，那

な
覇
は
に

寄
き
港
こう
する船もあった。1840 年のアヘン戦争以後は，

アジアの市場を求めるフランスやイギリスが琉球へも
通商を求めてくるようになった。また，1853（嘉永6）
年には日本の開港を迫るペリーが幕府との交渉の前に
琉球へ上陸し，アメリカとの和

わ
親
しん
・通商を求めた。

　欧米と関係を結ぶことで，日清両属の関係が崩れる
ことを恐れた琉球王府は，交易に消極的な態度をみせ
た。しかし，琉球を通じフランスとの貿易をねらう薩
摩藩の意向や，ペリーの軍事力を背景とした強

きょう
硬
こう
姿勢

の前で外交方針は動揺し，幕府が日米和親条約を結ん
だ 1854 年に琉米修好条約を結んだのをはじめに，
フランス・オランダなどとも同様の条約を結んだ。清・
日本に続き，琉球もまた「開国」したのである。

琉球処分と近代化

　開国和親の方針を掲げ，近代的な対外関係を整備し
ようとしていた明治新政府は，1872（明治 5）年に，
琉球国王尚

しょう
泰
たい
を藩王とする琉球藩の設置を通告した。

本土と異なって段階的におこなわれた廃
はい
藩
はん
置
ち
県
けん
は，琉

球の人々や宗
そう
主
しゅ
国
こく
としての清の反発を考慮したもので

あり，1879年についに琉球藩を廃して，沖縄県が設
置された。その後さらに，清との間で，宮

みや
古
こ
や八

や
重
え
山
やま

を清にあたえるかわりに日本の通商権を拡大する交渉
をおこなったが，正式調印にはいたらなかった。

　琉球処分後の沖縄県政は，親清派や保守派の抵抗を
うけるなかで，琉球王国時代の支配階級の不満をやわ
らげるねらいなどから，封

ほう
建
けん
的な従来の土地制度・租

税制度・地方制度などを尊重する旧
きゅう
慣
かん
温
おん
存
ぞん
策をとった。

この結果，集落単位の土地共有制度や，宮古や八重山
と本島の税制上の格差などがそのままになり，近代化
をさまたげる要因となった。この旧慣温存策は，親清
派が衰

すい
退
たい
した日清戦争後にようやく少しずつ改革され

ていった。しかし，農業が中心でありながら水田など
が不足し，サトウキビに依存する傾向のあった沖縄県
の経済は，大正末期以降の恐

きょう
慌
こう
における砂

さ
糖
とう
相
そう
場
ば
の暴

落や災害で大きな打撃をうけた。この経済恐慌と食糧
不足は，処理を誤って食べると中毒をおこすソテツを
食料とせざるを得ないほど深刻なもので「ソテツ地

じ

獄
ごく
」とよばれ，糸

いと
満
まん
など漁業でうるおう地域や海外開

拓地といった，島内外への人口移動や身売りを生んだ。

琉球と「日本」

　日本人とは何か，日本文化の源流はどこに求められ
るか。大正から昭和初期にかけて，民

みん
俗
ぞく
学の創始者柳

やなぎ

田
た
国
くに
男
お
や国文学者の折

おり
口
くち
信
しの
夫
ぶ
らは，その手がかりが琉

球の民俗文化にあると考え，次々と沖縄を訪れて調査
をおこなった。一方，沖縄出身者による自らの文化を
追究する動きも生まれた。伊

い
波
は
普
ふ
猷
ゆう
は，日本と琉球の

源流は同一であるとする「日琉同祖論」を基礎としつ
つも，琉球において独自に発展した言語や歌

か
謡
よう
に注目

し，「沖縄学」を確立した。
　しかし，近代化のかけ声のもと進められた風

ふう
俗
ぞく
改良

運動や，国家総動員体制のもとで，しだいに名前や生
活，言語を大

やまと
和風に改めることがおこなわれ，『琉球

新
しん
報
ぽう
』などのメディアでも「皇民」としての自覚が唱

とな

えられていくようになった。

（→ p.209）

    伊波普猷（1876～1947）　
琉球の古語を用いた歌集『お
もろさうし』などを研究し，
『古琉球』にまとめた。

    琉米修好条約　
条約が結ばれたこ
とは，西洋列強が
琉球王国を国際的
に独立国とみなし
ていたことを示し
ているといえよう。
（外務省外交史料
館蔵）

    方言札　標準語励
れい

行
こう

運動のな
かで，学校で罰札として使用され
た。民芸運動などをおこなった柳

やなぎ

宗
むね

悦
よし

らは固有文化尊重の立場から
この動きを批判した。

近代の琉球・沖縄7地域の歴史
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　近年の研究では，小さな地域がより大きな地球規模
の動きと深くつながっていたことが再評価されてい
る。ここでは，こうした視点から日本列島の地域社会
と 14 ～ 16 世紀のアジア海域世界とのつながりを再
考してみよう。

東部ユーラシアの変容と東アジア海域世界

　14 世紀後半，モンゴル帝国が崩
ほう

壊
かい

すると，東部ユ
ーラシアでは明

みん
王朝が成立した。モンゴル帝国に服属

していた高
こう

麗
らい

は内
ない

紛
ふん

におちいり，李
り

成
せい

桂
けい

が高麗を倒し
て朝鮮王朝を立てた。一方，日本列島では，鎌倉幕府
の倒壊以来，中央権力が不安定な状態――南北朝内乱
が続いた。このように，従来の秩

ちつ
序
じょ

が崩れると，国家
の統制からはずれた地域では，民衆の間の利益を優先
させた交流の仕組みが成立する。それを成り立たせた
のが，東部ユーラシア・朝鮮半島・日本列島で構成さ
れる「東アジア海域世界」である。

諸民族の交流

　14 世紀なかば以降，東アジア海域世界に登場する
「倭

わ
寇
こう

」は，日本列島社会の混乱から自立した人々が
海に生活の糧

かて
を求めたことを示している。朝鮮や明の

為
い

政
せい

者
しゃ

は倭寇の禁圧を共通課題とし，通交を統制する
ための努力を続けた。しかし，その思

おも
惑
わく

とは別に，東
アジア海域世界は国境や民族をこえた交流圏となって
社会をかえていく。例えば，朝鮮の三

さん
浦
ぽ

に住む倭
わ

人
じん

は，
漢
かん

城
じょう

（現在のソウル）の政財界をも巻きこんだスキャ
ンダル（三浦の乱）を引きおこした。また 16 世紀に
は，朝鮮から伝えられた灰

はい
吹
ふき

法
ほう

という銀精錬の技術に
よって量産された石

いわ
見
み

銀が，中国大陸に大量に流入し，

明・清
しん

の通貨を銀主体に変
へん

貌
ぼう

させ，税制をもかえた。
　16 世紀のポルトガル人旅行家ピント（1509 ？～
83）によると，中国・寧

ニン
波
ポー

の近くにある双
そう

嶼
しょ

には，
1000 戸以上からなるポルトガル人の自治的な集落が
形成され，中国人・琉

りゅう
球
きゅう

人や東南アジアの人々が楽器
を奏
かな

でて船
せん

舶
ぱく

の入港を歓迎したという。ここには諸民
族が混交する「倭寇的状況」があらわれている。近年
の研究では，鉄

てっ
砲
ぽう

の伝来ルートも種
た

子
ねが

島
しま

を経由したも
のだけでなく，「倭寇的状況」のもとで複数のルート
が存在した可能性が指摘されるようになっている。

「倭寇的状況」のなかの九州地方

　このころ九州地方は，東アジア海域世界への窓口と
して重要な位置を占めていた。現在の鹿児島県南西部
にある中世の遺跡からは，中国陶磁器や日本国内産の
常
とこ

滑
なめ

焼が出土しており，この地域が「東アジア海域世
界」に開かれた地域であったと同時に，日本列島の遠

えん

隔
かく

地
ち

との船舶による交易を通じた交流拠点であったこ
とがわかる。
　さらに，九州各地には「唐

とう
人
じん

」，「唐
とう

仁
じん

原
ばる

」，「唐人町」
などの地名が分布し，「唐人」たちの航海を護

まも
る女神

「媽
ま

祖
そ

」像も，数多く残っている。「倭寇的状況」がか
たちづくられる 16 ～ 17 世紀には，中国で商業が活
発となり，明清交替にともなう政治的な混乱とも重な
って，中国からの「唐人」たちが商業の利益や安住の
地を求めて次々に九州地方に渡来し定住していた。九
州内に「唐人」地名などが多く分布するのも，そうし
た歴史的な背景があったと考えられている。

（→ p.73）

    媽祖像　菩薩（ボサ）ともよ
ばれ，現在も世界各地のチャイナ
タウンでまつられている。日本に
伝わる江戸時代以前の媽祖像は，
とくに鹿児島県や長崎県に多く
残っている。

    九州におけ
る「唐人」に
関する地名

長崎

対馬

五島列島

種子島

屋久島

松山

広島

浜田

萩
山口

福岡
多久

府内
臼杵熊本

人吉

飫肥
都城国分市来

山川
串良

高山

串間

小根古

高洲加世田
坊ノ津

鹿児島

玉名
佐賀

唐津平戸
中野

福江 口ノ津

0               100km

ポルトガル船・
スペイン船来
航地
中国人系唐人
町・「唐人」地
名

朝鮮人系唐人町
中国人系唐人町・「唐人」
地名 ,ポルトガル船・スペ
イン船来航地

東アジア海域世界3地域の歴史
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職業婦人の増加

　大正時代には，女性たちの社会進出が進み，一定の
雇
こ

用
よう

関係のもとに労
ろう

務
む

を提供して報
ほう

酬
しゅう

を得る職業婦人
が増加した。職業婦人が増加したことは，女性の生活
にとっては産業革命に匹

ひっ
敵
てき

するほどの大きな変化であ
り，家制度の束

そく
縛
ばく

から解放されるという意味をもった。
しかし，その裏には，女性の低

てい
賃
ちん

金
ぎん

という問題が隠さ
れていた。男性教員二人分の賃金で女性教員 3 ～ 4
人を雇

やと
うことができるという低賃金の魅

み
力
りょく

が，職業婦
人が増加する最大の要因であった。
　下の絵は，「女給料取りのいろいろ」と題された大
正時代はじめの女性労働者の給料を示したものであ
る。当時の初

しょ
任
にん

給
きゅう

は，小学校の男性教員が 12 ～ 20 円，
巡
じゅん

査
さ

15 円，大学卒の銀行員 40 円，高等文官試験合
格の公務員 70 円で，国会議員の月

げっ
俸
ぽう

は 250 円，総
理大臣の月棒は 1000 円であった。
　一方，右下に描かれた「判

はん
任
にん

官
かん

」（下級の公務員）は
月俸 25 円，和服の上に白いエプロンをかけた女性は
カフェーとよばれた喫茶店の女給で月俸 8 円，輸出業
を支えた女工は月棒 6 円である。裸

ら
体
たい

のモデルは半
日 50 銭で，月に 20 日働いても月給 10 円に過ぎな
いが，裸体モデルが職業として登場したことがわかる。

　米が 1kg 9 銭
せん

，卵 1 個 1 厘
りん

8 毛
もう

，はがき 1 枚 1
銭 5 厘，ビール 1 本 22 銭という物価を考慮しても，
男性のほうが高給であったことがわかる。

新しい女

　職業婦人の増加や雑誌『婦人公
こう

論
ろん

』，『主婦の友』な
ど女性向け出版文化の展開により，女性の社会進出や
家族・夫婦についての議論がもりあがりをみせた。
　1911（明治 44）年，平

ひら
塚
つか

ら
ら い ち ょ う

いてうら 5 人の女性
を発

ほっ
起
き

人
にん

に，与
よ

謝
さ

野
の

晶
あき

子
こ

ら 7 人の文学者を賛
さん

助
じょ

員
いん

と
して青

せい
鞜
とう

社
しゃ

が結成され，雑誌『青鞜』が創刊された。
この名称は，18 世紀のなかごろ，文芸を談ずるイギ
リスの婦人たちが青い靴

くつ
下
した

を意味する青鞜（ブルース
トッキング）をはいたことにちなんでつけられた。ら
いてうが創刊の辞

じ
として書いた「元

げん
始
し

，女性は実に太
陽であった」という文章は，女性を束縛する家制度と

それを支える上からの権
けん

威
い

，道徳や良
りょう

妻
さい

賢
けん

母
ぼ

に疑問をいだき，女性としての生き方を模
も

索
さく

する若い知識層の女性たちを勇気づけた。
　一方で，こうした新しい女たちに対する反
発も強かった。らいてうたちが上流階級の出
身であったこともあり，すべての女性たちか
ら支持されたわけでもなかった。毎日の生活
に明

あ
け暮

く
れていた女性たちには，別世界での

主張に過ぎなかったのである。

    青鞜社のメンバー　左から3人目が平塚らいてう（当時25歳）。

    『 青 鞜 』 創 刊 号 の 表 紙
（1911年9月）　表紙の絵は，
長
なが

沼
ぬま

（高
たか

村
むら

）智
ち

恵
え

子
こ

のデザ
インで，与謝野晶子の詩が
掲げられていた。

    「女給料取りのいろいろ」（『東京パック』1925年10月15日号）

新しい女女性の歴史 5
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　 東アジア・世界の歴史との関連を重視   ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●

▶日本の歴史を中心にしながら，その背景としての世界の歴史，特に東アジア諸国との歴史的環境や国
際的な歴史についても系統的に記述しました。

▶編扉では，各編で扱う時代の日本や世界の歴史を文章と年表でまとめ，時代と地域を広く捉える視点
を養うことができるよう工夫しました。

③

1860

1870

1880

1890

1900

開港

江戸幕府滅亡

尊王攘夷
運動

アメリカ
南北戦争

物価騰貴

討幕運動

明治維新

大日本帝国憲法発布

自由民権
運動

日清戦争

日露戦争
韓国保護国化

満州進出

韓国併合

台湾領有

法権の
回復

初期議会

条
約
改
正
交
渉

産
業
革
命藩閥政府と

民党の対立

藩閥政府と
民党の提携

立憲体制の確立
内閣制度

日清修好条規

日朝修好条規

樺太・千島
交換条約

琉球処分

諸制度の改革 文
明
開
化

桂園時代
（第 5編）

労
働
運
動

社
会
主
義
運
動

朝鮮王朝 清

大韓帝国

ペリー来航

日英同盟

税権の回復

義和団戦争日本の帝国主義化

ドイツ帝国
成立

欧
米
列
強
の
世
界
進
出
・
帝
国
主
義
政
策

列強による中国分割

朝鮮半島 中国 欧 米

アロー戦争

清仏戦争甲申事変

三国同盟

シベリア
鉄道着工

壬午軍乱

三国協商

江華島事件
征韓論政変

薩長連合 世直し一揆
打ちこわし

攘夷運動

幕府の権威低下

1910
辛亥革命

ロシアの進出

欧米文化・諸制度の導入

西南
戦争

漸次立憲
政体樹立
の詔

家慶

家定

家茂

慶喜

時代 西暦 将軍

伊藤博文

黒田清隆

山県有朋

江

　戸

明

　治

総理大臣

松方正義

伊藤博文

松方正義
伊藤博文
大隈重信

伊藤博文

桂太郎

西園寺公望

桂太郎

山県有朋

社会主義運動「冬の時代」

日米和親条約
日米修好通商条約

日 本 の 近 代 ・ 明 治 期

⃝欧米諸国における国民国家の形成と世界進出

イギリスやフランスをはじめとするヨーロッパ諸国やアメリカ合衆国は，革命や内戦・独立
戦争を通じて，19世紀までには国民国家へと転換していった。国民国家とは，明確な国境をもち，
言語や歴史を共有する国民によって構成される国家のことである。
さらに，イギリスが 18世紀に産業革命を実現し，19世紀になるとアメリカ・フランス・ド

イツで産業革命が進行して，資本主義社会が形成された。各国では商品や余
よ
剰
じょう
資本を輸出するた

め，海外市場を求めて世界へ進出した。その結果，19世紀後半から第一次世界大戦の時期にか
けて，イギリス・フランス・ドイツなどのヨーロッパ列強やアメリカ，日本が植民地や勢力圏の
獲得競争をおこない，世界を分割していった（帝国主義）。

⃝アジア諸地域と近代化の模索

ヨーロッパの列強はアフリカ・アジアの諸地域を「無
む
主
しゅ
の地」（ほかのどこの国にも属してい

ない土地）として植民地にしていった。しかし，東アジアにおける中国・朝鮮・日本の３国とは，
不平等ながらも条約を結んだように，「国家」として認めたため，３国は欧米の植民地となるこ
とを免れた。
東アジアなどの非ヨーロッパ地域では，独立を維

い
持
じ
するために，西ヨーロッパの近代社会を

象徴する制度や技術，さらにはその背後にある価値観を模
も
範
はん
として摂

せっ
取
しゅ
しようとする動きがみら

れた。しかし，各地域の伝統的な価値観と衝突することになるため，反発や抵
てい
抗
こう
を生むことも多

かった。

⃝日本の近代化

ペリーの来航によって西欧国際社会に強制的に編入された幕末期の日本では，当初，「攘
じょう
夷
い
」

が猛
もう
威
い
をふるった。しかし，攘夷を主張して江戸幕府を倒した明治新政府は，政権をにぎるとす

ぐに「攘夷」を棄
す
てたどころか，一転して「文明開化」を進めていった。それは，政治や経済の

みならず，文化や風
ふう
俗
ぞく
にもおよぶ，徹底的なものであった。さらに，1880 年代前半になると，

条約改正を実現するため，極端な欧化政策が進められた。
その結果，日本も欧米にならって，憲法や議会政治をはじめ，さまざまな制度を導入し，国

民国家の建設を進めた。また，対外的にも，19世紀末には日本も帝国主義国の一員となった。

明治期の日本と世界

第４編
近代１
明治期
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　　　　　　　　　　10 世紀，東アジアの政治地図は大きくぬりかわ

った。かつて日本と国交のあった唐
とう
（907 年）・

渤
ぼっ
海
かい
（926 年）・新

しらぎ
羅（935 年）があいついで滅び，それにかわって，

中国大陸の北部では契
きっ

丹
たん
（遼

りょう
）が，南部では宋

そう
が，朝鮮半島では高

こう
麗
らい
が

登場した。

　唐の衰
おとろ
えを伝え聞いた日本の朝

ちょう
廷
てい
は，遣

けん
唐
とう
大
たい
使
し
に予定された菅

すが
原
わらの
道
みち
真
ざね

の建
けん
議
ぎ
により，とりあえず 8

（寛平6）
94 年の遣唐使派

は
遣
けん

を中止した。貴族たち
の欲する唐

から
物
もの
は来航する中国商人から入手できたこともあって，その後，

遣唐使の派遣は計画されなかった
▶1
。

　10世紀以降の東アジアでは，それまでの中国文化の模
も
倣
ほう
から脱して，

各民族の個性にあった文化へとつくりかえていこうとするうごきが生ま

れた。文字文化の面でそれは著しく，契丹，西
せい
夏
か
（タングート），女

じょ
真
しん

などで，漢字をもとに独自の文字が考案された。日本でも，9世紀に表
ひょう

音
おん
文字として，漢字の草

そう
書
しょ
体
たい
をもとにした平

ひら
仮
が

名
な
，漢字の一部をとった

片
かた

仮
か

名
な
が生まれ，10世紀にその使用が定着した。

　　　　　　　　　　仮名によって日本語の語法に

即したより自由な表現が可能

となり，現代まで続く平仮名を主体に漢字を交えた

文体が発達した。作品としては，『竹
たけ

取
とり

物
もの

語
がたり
』，『伊

い
勢
せ

物語』などに続いて，紫
むらさき

式
しき

部
ぶ
の『源

げん
氏
じ

物語
▶2
』や清

せい
少
しょう

納
な

言
ごん
の随
ずい
筆
ひつ
『枕

まくらの
草
そう

子
し
』が書かれた。詩のジャンルでも，

和歌が漢詩とならんでもてはやされるようになり，

東アジアの動乱と
民族文化の勃興

（→p.45）

仮名の創造と
国風文化

？～？ ？～？

▲

1 　こののち，日本の
貴族層は，中国とは対等に，
高麗・朝鮮王朝には優位に
立つというたてまえを保ち
ながら，外国との国交を結
ばないことを伝統的な外交
方針とするようになる。

摂関時代の文化の特色は何か15

第 1 編　原始・古代42

５ 束帯と女房装束

鰭袖
はたそで

頸上
くびがみ

下襲
したがさね

裾
きょ

表袴
うえのはかま

袍
ほう

平緒
ひら お

唐衣
からぎぬ

表着
うわ ぎ

小腰
こ ごし

裳
も単

ひとえ

五衣
いつつぎぬ張袴

はりばかま

４ 『古今和歌集』の仮名序　
序文は漢字で書かれたもの

（真
ま

名
な

序
じょ

）と仮名で書かれた
もの（仮名序）の2種類がある。
仮名に対して漢字は「真名」
とよばれた。仮名序は紀貫之
が述作した。

２ 仮名文字の発達
１ 10世紀ころの東アジア

遼

西夏

吐蕃

大理

宋

高麗 京都

大越

開京

揚州

京兆府
（長安） 東京開封府

べんけい

だい り

と ばん

だいえつ

（汴京）

上京臨 府

長 江

黄
河

杭州

0 1000km

西京河南府
（洛陽）

日
本

３ 寝殿造　藤原氏の東
ひがし

三
さん

条
じょう

殿
どの

の復元模型。正
せい

殿
でん

（寝殿❶）を中心に，
南庭❷をとり囲むように，対

たいの

屋
や

❸，渡
わた

殿
どの

❹，中
ちゅう

門
もん

廊
ろう

❺などが建てられ
る。❻は釣

つり

殿
どの

。寝殿造の遺
い

構
こう

は現存していない。（国立歴史民俗博物
館蔵）

●1

●3

●3
●5

●5
●4

●2
●6
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　　　　　　　　　　l3 世紀のはじめ，モンゴル高原にチンギス = ハ
ンが出て，遊

ゆう
牧
ぼく
を生
せい
業
ぎょう
とするモンゴル諸部族を統

一すると，彼の孫の世代までに，モンゴルは西
せい
域
いき
の西
せい
夏
か
，華

か
北
ほく
の金
きん
，西

アジアのアッバース朝などを滅ぼし，一時は東ヨ一ロッパまでおびやか

した。この大帝国を構成する国家群は，土地よりは人間中心の，機
き
動
どう
性

に富む軍事権力であった。チンギスの孫フビライは，帝国の東部を領有
して中国王朝の性格を強め，1271 年には国号を元

げん
に改めた。

　モンゴル軍は 1231 年から朝鮮半島の高
こう

麗
らい
に侵

しん
略
りゃく
を開始した。当時高

麗で実権をにぎっていた武人政権
▶1
は，翌年都を開

かい
京
きょう
から江

カン
華
ファ
島
ド
に移して

抵抗を続けたが，1260 年にいたって従属的な講
こう
和
わ
を強

し
いられた。1270

年，三
さん
別
べつ
抄
しょう
という武人政権の軍隊が反乱をおこし，海上を南へ移動しな

がら抗戦を続けたが，3年後に済
チェ
州
ジュ
島
ド
で元・高麗連合軍に壊

かい
滅
めつ
させられた

▶2
。

　1261 年，フビライは南
なん
宋
そう
と戦

せん
端
たん
を開き，1276 年に首都臨

りん
安
あん
（杭
こう
州
しゅう
）

を陥
かん
落
らく
させた。元軍は東南アジアにも侵

しん
攻
こう
し，1287 年にミャンマーの

パガン朝を服属させたものの，翌年ヴェトナムで大敗を喫した。また

1292 年のジャワ征
せい
討
とう
も失敗に終わった

▶3
。

　　　　　　　　　　高麗を屈
くっ
伏
ぷく
させて日本に目をつけたフビライは，

1
（文永3）
266 年，日本に国交を求めた。高麗の引きのば

し工作があって，使者の到着は 1
（文永5）
268 年のはじめになった。幕府は西

さい
国
ごく

御
ご
家
け
人
にん
にモンゴルへの備えを命ずるとともに，北

ほう
条
じょう

時
とき

宗
むね
を執
しっ
権
けん
にすえて

体制固めをはかった。その後も 2度にわたって使者が来日，朝
ちょう
廷
てい
は返

答しようとしたが，幕府の反対でとりやめになった。モンゴルの脅
きょう
威
い
に

対して，朝廷や寺社は神仏の力を引き出すための祈
き
禱
とう
をおこない，幕府

ユーラシアの嵐 在1206～27

在1260～94

こう か とう

さいしゅうとう

ハンチョウ

文永・弘安の役

1251～84

▲

1 　12世紀の末，高麗
で，文

ぶん
人
じん
の下位に甘んじて

いた武人勢力が，クーデタ
で権力をにぎった。これを
平氏政権や鎌倉幕府と対比
してみると興味深い。▲

2 　この反乱はモンゴ
ル軍の日本征討を遅らせ
た。三別抄は，1271年に
日本に援軍と兵

ひょう
糧
ろう
を求め

たが，無視された。▲

3 　元の軍事行動のお
よんだ東端は，1264年か
ら86年まで数次におよん
だカラフトの骨

こつ
嵬
がい
（アイヌ）

征討である。これはアイヌ
の勢力拡大による隣接民族
との争いに元が介

かい
入
にゅう
した

もので，並行しておきた日
本列島北部の蝦

え
夷
ぞ
の反乱と

も連動するうごきと考えら
れる。▲

4 　幕府は，翌年を期
して高麗へ遠征軍を送るこ
ととし，九州の武士に動員
令を発した。当時これを「異
国征
せい
伐
ばつ
」と称した。だが石

築地築造との両立は困難
で，実行されなかった。

モンゴル（元）はなぜ日本を攻め取れなかったのか23

第 2編　中世64

１ フビライ

２ モンゴルの襲来　左側の3人は元の兵士であるが，後世の描き加えとの説もある。中央には「てつ
はう」とよばれる元軍の火器。右には火器におどろく竹

たけ

崎
ざき

季
すえ

長
なが

（1246～？）と馬。肥
ひ

後
ご

国（熊本県）
の御家人季長は，文永の役で戦功をあげ，弘安の役でも人があきれるほどの勇猛ぶりをみせた。1293（永
仁元）年ころ，季長は2度の合戦での戦いぶりを絵

え

巻
まき

物
もの

に描かせた。モンゴルとの戦争を同時代人の眼
でとらえた絵画資料として，世界に例をみない。（「蒙古襲来絵

え

詞
ことば

」，宮内庁三の丸尚蔵館蔵）
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　 資料を活用し，歴史学習の技能を高め
る歴史編   ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●

▶「歴史と資料」…平泉の遺物や遺跡を具体例とし
て取り上げ，様々な歴史資料の種類や特性を確認
するとともに，歴史を追究するための基本的な方
法を記述しました。

▶「歴史の解釈」…荘園絵図を取り上げ，絵画資料
から解釈できる中世の生活文化の特質と変化につ
いて記述しました。

▶「歴史の説明」…「鎖国」という言葉の歴史を，
諸資料をふまえながら取り上げ，江戸時代の国際
体制をめぐる様々な捉え方や評価の変遷について
記述しました。

▶「歴史の論述」…身近な地域の戦中・戦後史を取
り上げ，諸資料に基づいて探究し，歴史を論述す
るための方法論を記述しました。

④

5

10

15

5

10

15

20

25

30

菅浦絵図をじっくり見よう

　絵図の上下左右の端に北・南・西・東の方位が
明記され，上半分の右側に「大浦下庄」「菅浦」
とあり，その間に引かれた朱線の脇に「菅

すがの
浦
うら
与
と
大
おお

浦
うら
下
しもの
庄
しょうとの
堺
さかい
」とある。この絵図は，200 年も続い

た菅浦と隣村大浦との境界争いの過程でつくられ
た。朱線に沿って記される「山田峯」「谷

たにの
尾
お
」「神

かみ

楊
やなぎ
」や，菅浦側の「赤崎」「鉢伏山」「□

つ
□
ぶ
（津吹）

羅
ら
尾
お
崎」も，境界争いにかかわる地名だ。争いの

焦点は，「日
ひ
差
ざし
」「諸

もろ
河
かわ
」という名の狭

きょう
小
しょう
な田地が，

菅浦・大浦どちらのものか，にあった。
　しかし，この絵図を見た人は，下半分に緑・茶・
朱・薄緑などの色彩を駆

く
使
し
して描かれた島に，目

を奪われないだろうか。これは，湖中の霊
れい
場
じょう
とし

て今もにぎわう竹
ちく
生
ぶ
島
じま
で，東側の神社

（鳥
とり
居
い
に注意）と西側の寺（楼

ろう
門
もん
や塔

とう
・鐘

しょう
楼
ろう
が見

える）から構成される。同じような描法が，上半
分の左側，「大崎」「峯堂」の文字のうしろにも見
られる。これらは境界争いとどのような関係があ
るのだろうか。

絵図はいつつくられたか

　この絵図は，いつだれがつくったのか。裏の右
上端に「乾

けん
元
げん
々
がん
年八月十七日」とある記載が，「乾

4

元々年
4 4 4

八月日」付けの「官使注
ちゅう
進
しん
状案」という古

文書に，「同八月十七日
4 4 4 4 4

，彼の堺を実検し，絵図を
注
しる
し言
ごん
上
じょう
する所なり」とあるのと符合する。そこで，

乾元元年（1302 年）に後
ご
宇
う
多
だ
上
じょう
皇
こう
の使者が作成

し上皇に提出した絵図だと，長くみなされてきた。
　1976 年にいたって，「絵図は境界争いが再燃

　琵
び
琶
わ
湖の北岸にへばりつくかのように，菅

すがの
浦
うら
という小さな村がある。村人たちは，中世以来，1200 通もの古文

書を共有財産として大事に伝えてきた。中世の村に生きた人々の姿を知る貴重な資料として，国の重要文化財に指
定されている（「菅浦文書」，滋賀大学経済学部附属史料館蔵）。そのなかに，1枚の美しい絵図がある。

中世の村落生活を復元する歴史編２
歴史の解釈

歴史編２84

 

絵
図
の
裏
書

大
浦
下
庄

大
浦
下
庄

□
□
羅
尾
崎

□
□
羅
尾
崎

鉢伏山 鉢伏山

菅浦与大浦下庄堺 菅浦与大浦下庄堺
日差 日差

諸河 諸河

赤崎 赤崎

谷
尾
谷
尾

神
楊
神
楊

菅
浦
菅
浦

山田峯 山田峯

 「菅浦与大浦下庄堺絵図」（91.4×62.8cm）

竹生島竹生島

峯 堂峯 堂
大 崎大 崎
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「鎖国」の登場

　「鎖国」という言葉は，出島オランダ商館付の
医師として，約 2 年間日本に滞在したドイツ人
ケンペル（1651 ～ 1716）の著書『日本誌』（1727
年）の付録の論文の一つを，元長崎オランダ通

つう
詞
じ

志
し

筑
づき

忠
ただ

雄
お

が 1801（享
きょう

和
わ

元）年に翻
ほん

訳
やく

して「鎖国論」
と名づけたことにはじまる。ケンペルは，当時の
日本が「本来は日本国の領土ではないが，日本の
守護のもとに統治されている多くの辺地」として，
琉
りゅう

球
きゅう

列島・朝鮮・蝦
え

夷
ぞ

列島をあげ，その上で，史
料①のように述べる。
　ケンペルの議論は「鎖国」肯定論だが，翻訳し
た志筑忠雄は， 「通商の事今猶

なお
我長崎に於

おい
て唐・

和
オ

蘭
ラン

陀
ダ

の交易あれハ，皇国といへとも絶
たえ

て外国通
商なきにハあらねとも，此

これ
等
ら

ハ欧
ヨー

羅
ロッ

巴
パ

の眼より見
れハ，通商といふにも足らす（通商については現
在もなお長崎において中国・オランダとの交易が
あるので，皇国［日本］でも決して外国との通商
がなくはないが，これらはヨーロッパの目から見

れば，通商というほどのものではない）」という
訳注をつけている。
　他方，このころから，ロシアをはじめとする欧
米諸国の通商要求があいついだ。それに対して，
幕府は，史料②のように従来の体制の正当性を主
張し，応じなかった。

（→ p.139）

　近世日本は，「鎖
さ
国
こく
」していたとされてきたが，決して国を鎖

とざ
してはいなかった。それでは，「鎖国」という言葉は，

いつ，どのようにして生まれたのだろうか。また，近世日本はどのようないきさつで「鎖国」とみられるようにな
ったのだろうか。史料をもとに考えてみよう。

「鎖国」という言葉の歴史歴史編３
歴史の説明

歴史編 3144

日
本
の
国
民
は
、
世
界
の
他
の
国
民
に
比
べ
て
礼れ

い

節せ
つ

、
道ど

う

義ぎ

、
技

術
お
よ
び
優
雅
な
挙き
ょ

措そ

の
点
で
勝す
ぐ

れ
た
も
の
を
持
ち
、
繁は
ん

昌じ
ょ
う

す
る

国
内
の
商
売
、
豊ほ
う

壌じ
ょ
う

な
沃よ
く

土ど

、
…
余よ

剰じ
ょ
う

の
あ
る
生
活
必
需
物
資
、

破
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
国
内
の
平
穏
等
の
諸
点
で
、
恵
ま
れ
た
環

境
に
置
か
れ
て
い
る
。
日
本
の
国
民
が
今
の
状
態
を
昔
の
自
由
な

時
代
に
比
べ
、
あ
る
い
は
祖
国
の
遠
い
昔
を
回か
い

顧こ

す
れ
ば
、
一
人

の
統
治
者
の
最
高
意
志
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
、
他
の
全
世
界
と
の

共
同
社
会
と
は
切
り
離
さ
れ
、
完
全
な
鎖
国
制
度
が
と
ら
れ
て
い

る
現
在
ほ
ど
幸
福
な
時
点
を
見
出
す
こ
と
は
、た
し
か
に
で
き
な
い
。

1
こ
の
論
文
の
表
題
は
「
今
の
日
本
人
全
国
を
鎖
し
て
国
民
を
し
て
国
中
国
外
に

限
ら
ず
敢あ

え
て
異
域
の
人
と
通
商
せ
ざ
ら
し
む
る
事
、
実
に
所し

ょ
益え

き
な
る
に
与あ

ず
か

れ
り

や
否い

な
や
の
論
」（
志
筑
忠
雄
の
訳
に
よ
る
）。

①
ケ
ン
ペ
ル『
日
本
誌
』（「
鎖
国
論
」）1

史
料

 暮らしの中の舶
はく

来
らい

品　
江戸時代の日本では，
人々が海外からもたらさ
れたさまざまな文物に接
する機会も少なくなかっ
た。舶来のクジャクを見
せる茶屋を描いたこの絵
からは，安定した社会や
豊かな生活文化が育まれ
ていたこともうかがえる。
（『摂津名所図会』）

我わ
が

国く
に

昔
よ
り
海
外
に
通
問
す
る
諸
国

不
少
と
言
え
と
も
、
事こ
と

便べ
ん

宜ぎ

に
あ
ら

さ
る
か
故
に
、
厳
禁
を
設
く
、
我
国

の
商し
ょ
う

賈こ

外
国
に
往い

く
こ
と
を
と
ゝ
め
、

外
国
の
買
船
も
ま
た
も
や
す
く
我
国

に
来
る
事
を
許
さ
す
、
…
唯た
だ

唐
山
・

朝
鮮
・
琉
球
・
紅こ
う

毛も
う

の
往
来
す
る
こ

と
は
、
互ご

市し

の
利
を
必
と
す
る
に
あ

ら
す
、
来
る
こ
と
の
久
し
き
、
素も
と

よ

り
そ
の
謂い
わ
れ

れ
あ
る
を
以も

っ
て

な
り
、
…
こ

れ
我
国
歴
世
封ふ
う

彊き
ょ
う

を
守
る
の
常
法
な

り
、

口
語
訳
　
我
が
国
は
、
昔
か
ら
訪

れ
る
海
外
の
国
は
少
な
く
な
か
っ

た
が
、
不
都
合
な
こ
と
が
あ
っ
た

の
で
、
き
び
し
く
禁
じ
て
い
る
、

す
な
わ
ち
我
が
国
の
商
人
が
外
国

に
行
く
こ
と
を
禁
止
し
、
外
国
の

貿
易
船
も
ま
た
安
易
に
我
が
国
に

来
る
こ
と
を
許
さ
な
い
、
…
た
だ
、

中
国
・
朝
鮮
・
琉
球
・
オ
ラ
ン
ダ

人
が
往
来
す
る
こ
と
は
、
貿
易
の

利
益
が
必
要
だ
か
ら
で
は
な
く
、

長
年
来
航
し
て
い
る
こ
と
に
は
、

当
然
そ
の
理
由
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
、
…
こ
れ
が
我
が
国
代
々
の
国

境
を
守
る
た
め
の
常
法
で
あ
る
。

②
ロ
シ
ア
使
節
レ
ザ
ノ
フ
へ
の
「
教
諭
」（
一
八
〇
五
年
）

史
料
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主題の設定

　Aさんたちのクラスでは，「日本史 B」の学習
のまとめとして，クラスをいくつかのグループに
分け，それぞれ課題研究をおこなうことになった。

生徒Ａ：今まで学んできた近現代の歴史を，地域
と結びつけて調べてみるなんて，どうかな？

生徒Ｂ：近くの光
ひかり
が丘

おか
公園にある「平和祈

き
念
ねん
碑
ひ
」

が前から気になっているんだけど，これをテー
マを設定する手がかりにできないかな。

　Aさんや Bさんたちのグループは，通史の学
習をふまえて，「地域からみた戦争・占領・平和
―光が丘の現代史」という主題を設定し，地域の
歴史を対象として課題研究に取り組んだ。

　以下を参考に，主題を選んでみよう。どのような
アプローチが可能か，話し合ってみよう。
⃝世界のなかの日本＝日本の国際関係の変容を東ア
ジア・欧米なども視野に入れてとらえなおす。

⃝地域社会の歴史と生活＝身近な地域の歴史につい
て，地名・産業などに着目しながら自分の生活と
どう結びついているかを考えてみる。

⃝社会と個人＝歴史上の人物がおこなった変革や思
想が，その後の社会にあたえた影響を探る。

やってみよう

資料を活用し，調査する

▶アジア太平洋戦争と成増飛行場
Ａ：「平和祈念碑」の銘

めい
文
ぶん
には，「成

なり
増
ます
飛行場」や

「グラントハイツ」という名称があるけど，光
が丘とどうかかわっているんだろう？

Ｂ：まず，練
ねり
馬
ま
区の歴史に関する本や，インター

ネットから情報を集めてみようよ。

　「練馬大
だい
根
こん
」で知られ，田畑が広がる農村地域

であった現在の東京都練馬区光が丘地域周辺の地
主らが板

いた
橋
ばし
区役所に集められ，飛行場建設の計画

を知り，住民の立ち退
の
きを求められたのは，

1943（昭和 18）年の春であった。戦前には緑地
化計画もあったこの地域は，戦局が悪化するなか，
こうして首都防衛の期待を背負って戦争と深く結
びついていったのである。
　飛行場の建設は，1943 年の 8月から，軍人や
産業報

ほう
国
こく
隊・朝鮮人・動員学生らも加えてかけ足

で進められた。12 月上旬に完成した飛行場は，
最
も
寄
よ
りの駅名から「成増陸軍飛行場」と名づけら

　これまで学んだ歴史の流れと，「歴史と資料」「歴史の解釈」「歴史の説明」を参考に
して，適切なテーマを設定し，さまざまな資料から探究して，その成果をまとめてみ
よう。

地域からみた戦争・占領・平和―光が丘の現代史歴史編４
歴史の論述

歴史編４270

一
、
飛
行
場
呼
称
及お
よ
び

所
在
地

　
成な
り
増ま
す
陸
軍
飛
行
場

　
東
京
都
板い
た

橋ば
し

区
練ね

り
馬ま

高た
か

松ま
つ

町ち
ょ
う

四
、
飛
行
場
付
近
ノ
地
形
特
ニ
著
名
ナ
ル
地
物

　
1 

．
関
東
平
野
ノ
西
部
地
区
ニ
位
シ
東
ヨ
リ

東
南
ニ
東
京
市
街
ヲ
西
ニ
秩ち
ち

父ぶ

山
系
ヲ
望
ム

飛
行
場
周
辺
ハ
武む
さ
し蔵
野の

特
有
ノ
波
状
地
帯

ニ
シ
テ
北
側
並な
ら
び

ニ
南
側
ハ
凹
地
称い
よ
々い
よ

大
ナ
リ

北
方
約
五
〇
〇
米メ
ー
ト
ル

ニ
成
増
町
南
東
地
区
ハ

約
四
粁
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

ニ
シ
テ
大
東
京
都
街
地
区
ヲ
控

ヘ
近
隣
ハ
畠は
た
け

地
並
ニ
点
在
ス
ル
民
家
及
澗か

ん

葉よ
う

樹
林
ニ
依
リ
囲
マ
レ
ア
リ
。
尚な

お

北
方
約

六
〇
〇
米
ニ
東
武
電
鉄
南
約
二
粁
ニ
武
蔵

野
鉄
道
共
ニ
東
西
ニ
通
ジ
ア
リ

八
、
飛
行
場
ノ
秘ひ

匿と
く
及
偽
装
ニ
関
ス
ル
事
項

主
ト
シ
テ
上
空
ニ
対
シ
偽
装
秘
匿
シ
ア
リ

飛
行
地
区
ハ
偽
装
道
路
並
ニ
畠
地
ニ
偽
装
。

舗ほ

装そ
う

滑か
っ

走そ
う

路ろ

ハ
道
路
並
ニ
家
屋
ノ
迷め

い

彩さ
い

ヲ
施

シ
ア
リ

又
掩え
ん
体た
い
ニ
ハ
植
芝
植
樹
ノ
他
麦
種
ノ
播は

種し
ゅ
…

（
昭
和
二
十
年
三
月
十
日
　
第
四
十
三
飛
行
場

大
隊
）

1
練
馬
区
は
、
東
京
二
十
三
区
の
最
後
と
し
て
、
板
橋
区

か
ら
分
離
す
る
か
た
ち
で
一
九
四
七
年
に
誕
生
し
た
。
　

2
東
武
電
鉄
・
武
蔵
野
鉄
道
は
そ
れ
ぞ
れ
現
在
の
東と

う

武ぶ

東と
う

上じ
ょ
う

線
・
西せ

い
武ぶ

池い
け

袋ぶ
く
ろ

線
。

3
戦
闘
機
な
ど
を
攻
撃
か
ら
守
る
格
納
施
設
。

1

2

3 軍
事
極
秘

　成
増
飛
行
場�

飛
行
場
記
録�

（
一
部
抜
粋
）

史
料

 光が丘公園の平和祈念碑
（東京都練馬区）
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さまざまな資料が語る平泉

▶中尊寺金色堂の装飾品
　上の写真を見てみよう。一般に金

こん
色
じき
堂
どう
とよばれ

る中
ちゅう
尊
そん
寺
じ
の阿

あ
弥
み
陀
だ
堂
どう
は，内外に黒

くろ
漆
うるし
を塗

ぬ
り，その

上に金
きん
箔
ぱく
をおしている。柱には螺

ら
鈿
でん
の細
さい
工
く
が施さ

れ，本
ほん
尊
ぞん
の阿弥陀如

にょ
来
らい
像が座る壇

だん
を囲む手すりは

紫
し
檀
たん
張
ば
りで，夜

や
光
こう
貝
がい
や象
ぞう
牙
げ
などをはめこみ，蒔

まき
絵
え

の技法も用いた華
か
麗
れい
な装
そう
飾
しょく
がなされている。

　右上の史料は，鎌
かま
倉
くら
時代につくられた歴史書

『吾
あ
妻
ずま
鏡
かがみ
』の一節である。ここには金色堂のよう

すが「上下四壁内殿みな金色なり。堂内に三壇を
構う。悉

ことごと
く螺鈿なり」と記されており，こんに

ちまで残った金色堂のようすと一致する。
　装飾に用いられた夜光貝や紫檀，象牙などは海
をこえた異国から取り寄せたものである。こうし
た装飾品の数々は，どのようにして平泉にもたら
されたのだろうか。

▶平泉の繁栄を支えた奥大道
　平泉は，後

ご
三
さん
年
ねん
合
かっ
戦
せん
（1083～ 87年）ののちに

奥
おう
州
しゅう
の支配者となった藤

ふじ
原
わらの
（清

きよ
原
はらの
）清

きよ
衡
ひら
が支配拠

点として建設して以来，子基
もと
衡
ひら
・孫秀

ひで
衡
ひら
の代まで

約100年にわたり，奥州藤原氏の本拠地であった。
　藤原清衡が最初におこなったことは奥

おくの
大
だい
道
どう
の整

備と中尊寺の建
こん
立
りゅう
であった。東北地方と関東地方

との境
さかい
に設置された白

しら
河
かわの
関
せき
から，陸

む
奥
つ
湾
わん
に面した

外
そと
が浜
はま
に通じる道である奥大道を整備し，奥大道

の中央に位置する平泉に中尊寺を建立したのであ
る。奥大道が整備された結果，平泉は，北はロシ
アの沿

えん
海
かい
州
しゅう
や蝦

え
夷
ぞが
島
しま
（北海道），南は京都や博

はか
多
た

と結ばれ，さらに博多から海を渡り宋
そう
や東アジア

世界へとつながった。国際的な通商ネットワーク
を通じて，蝦夷島の鷲

わし
の羽

は
根
ね
やアザラシの皮（水

すい

豹
ひょう
皮
ひ
），陸奥・出

で
羽
わ
で産出する良馬や砂

さ
金
きん
，唐

から
物
もの

とよばれて珍
ちん
重
ちょう
された中国製の白

はく
磁
じ
など，各地の

産物が平泉に集まるようになった。

（→ p.51）

　私たちは，教科書や書籍・映像などを通じて歴史を学ぶ。それらの書籍や映像は，さまざまな歴史資料を解釈し
て過去の事実を復元し，その歴史的意味を探求する営みにもとづいてつくられている。つまり，私たちが学ぶ歴史
とは，さまざまな歴史資料にもとづいて叙

じょ
述
じゅつ
されたものである。

　過去の歴史を知るためには，現在まで伝えられてきたさまざまな資料がもつ特徴を理解して，資料の解釈を進め
ることが必要である。ここでは，2011（平成 23）年 6月にユネスコの「世界文化遺産」に登録された平

ひら
泉
いずみ
（岩手県）

のようすを，いくつかの資料から復元してみよう。

奥州平泉「仏国土」の世界歴史編１
歴史と資料

歴史編 16

 『吾妻鏡』　鎌倉幕府が編纂した歴史書で，原文は漢
文体で書かれている（→p.63）。上の史料では読み下し
てある。

寺じ

塔と
う

已い

下か

注ち
ゅ
う

文も
ん

に
曰
く
、〈
衆し

ゅ
徒と

之
を
注ち

ゅ
う

申し
ん

す
。〉

一
　
関か
ん
山ざ
ん
中ち
ゅ
う

尊そ
ん
寺じ

の
事
　

寺
塔
四
十
余
宇う

、
禅ぜ
ん
坊ぼ
う
三
百
余
宇
な
り
。

︙
次
い
で
金こ
ん

色じ
き

堂ど
う
、〈
上
下
四
壁
内
殿
み
な
金

色
な
り
。
堂
内
に
三
壇
を
構
う
。
悉こ
と
ご
と

く
螺ら

鈿で
ん

な

り
。
阿あ

弥み

陀だ

三さ
ん

尊ぞ
ん
・
二
天
・
六
地じ

蔵ぞ
う
、
定じ
ょ
う

朝ち
ょ
う

之

を
造
る
。〉

『
吾
妻
鏡
』
の
文ぶ

ん
治じ

五
（
一
一
八
九
）
年
九
月
一
七
日
条
に

収
め
ら
れ
た
「
寺
塔
已
下
注
文
」
と
よ
ば
れ
る
中
尊
寺
・

毛
越
寺
の
僧
侶
が
鎌
倉
幕
府
に
提
出
し
た
報
告
書
。

『
吾
妻
鏡
』

史
料

 中尊寺金色堂（阿弥陀堂）　岩手県平泉町。
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 対照表２

図書の構成・内容 学習指導要領の内容 該当箇所 配当
時数

歴史編１【歴史と資料】奥州平泉「仏国土」の世界 （1）原始・古代の日本と東アジア　ア 6 ～     9 ページ ５
第１編　原始・古代 （1）原始・古代の日本と東アジア 10 ～   45 ページ 17

第１章　日本文化のあけぼの （1）原始・古代の日本と東アジア　イ 12 ～   19 ページ ４

第２章　古代国家の形成と東アジア （1）原始・古代の日本と東アジア　イ 20 ～   27 ページ ４

第３章　律令国家の成立と都城 （1）原始・古代の日本と東アジア　イ 28 ～   35 ページ ４

第４章　古代国家の推移と社会の変化 （1）原始・古代の日本と東アジア　ウ 36 ～   45 ページ ５

第２編　中世 （2）中世の日本と東アジア 46 ～   93ページ 26
第１章　古代から中世社会へ （2）中世の日本と東アジア　イ 48 ～   53 ページ ３

第２章　武家政権の成立と鎌倉文化 （2）中世の日本と東アジア　イ 54 ～   67 ページ ７

第３章　室町幕府と北山文化 （2）中世の日本と東アジア　ウ 68 ～   81 ページ ７
第４章　下剋上の社会と庶民の台頭 （2）中世の日本と東アジア　ウ   82 ～   83，

85 ～   93 ページ ５

歴史編２【歴史の解釈】中世の村落生活を復元する （2）中世の日本と東アジア　ア 84 ～   85 ページ ４

第３編　近世 （3）近世の日本と世界 94 ～ 145ページ 28
第１章　中世から近世社会へ （3）近世の日本と世界　イ 96 ～ 105 ページ ５

第２章　幕藩体制の成立と国際関係 （3）近世の日本と世界　イ 106 ～ 113 ページ ４

第３章　幕藩体制の展開と元禄文化 （3）近世の日本と世界　ウ 114 ～ 125 ページ ６

第４章　幕藩体制の動揺と化政文化 （3）近世の日本と世界　ウ 126 ～ 143 ページ ９

歴史編３【歴史の説明】「鎖国」という言葉の歴史 （3）近世の日本と世界　ア 144 ～ 145 ページ ４

第４編　近代１　明治期 （4）近代日本の形成と世界 146 ～ 193ページ 23
第１章　近世から近代社会へ （4）近代日本の形成と世界　ア 148 ～ 153 ページ ４

第２章　明治維新と立憲国家の成立 （4）近代日本の形成と世界　ア・イ 154 ～ 173 ページ ９

第３章　日清・日露戦争と東アジア （4）近代日本の形成と世界　イ 174 ～ 183 ページ ５

第４章　近代産業の発展と国民生活 （4）近代日本の形成と世界　ウ 184 ～ 193 ページ ５

第５編　近代２　大戦期 （5）両世界大戦期の日本と世界 194 ～ 233ページ 19
第１章　第一次世界大戦と日本の社会 （5）両世界大戦期の日本と世界　イ 196 ～ 201 ページ ３

第２章　政党政治の発展と大衆社会 （5）両世界大戦期の日本と世界　ア 202 ～ 211 ページ ５

第３章　第二次世界大戦への道 （5）両世界大戦期の日本と世界　ウ 212 ～ 219 ページ ４

第４章　第二次世界大戦と日本の社会 （5）両世界大戦期の日本と世界　ウ 220 ～ 233 ページ ７

第６編　現代 （6）現代の日本と世界 234 ～ 269ページ 17
第１章　占領下の日本 （6）現代の日本と世界　ア・イ 236 ～ 245 ページ ５

第２章　日本の独立回復と戦後政治 （6）現代の日本と世界　ア・イ 246 ～ 255 ページ ５

第３章　経済大国日本への道 （6）現代の日本と世界　ア・イ 256 ～ 261 ページ ３

第４章　現代の世界と日本 （6）現代の日本と世界　ア・イ 262 ～ 269 ページ ４
歴史編４【歴史の論述】
　地域からみた戦争・占領・平和―光が丘の現代史 （6）現代の日本と世界　ウ 270 ～ 273 ページ ５

計 140


